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将
来
債
権
の
包
括
的
譲
渡
後
に
締
結
さ
れ
た
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力

石

田

剛

一



そ
も
そ
も
川
条

肢
の
光
生
の
該
波
材
木
年
刊
勾
付
き
情
性
h
J
一日中陣波
hc
れ
る
均
ム
円
で
あ
り
、
信
仲
町
長
か
不
特

よ
コ
込
、

J

〉
土
、

b
J
U

、ν
7
f
d
！し
i

｛
だ
の
一
軒
乏
相
い
い
陸
を
も
ム
寸
む
苓
数
の
債
権
群
を
耕
一
両
鳩
山

tJる
取
引
戸
包
括
的
倍
栓
譲
渡
～

は
弘
行
以
法
的
内
止
法
寺
」
の
栢
切
手
士
起
、
λ
て

い
ん
に
に
を
の
ぐ
め
、
将
来
資
権
の
譲
バ
契
約
前
払
偉
い
、
一
一
夜
浪
人
左
官
率
一
者
と
の
契
約
に
基
っ
き
旦
体
的
に
発
生

L
た
円
的
漬
認
に
一
議

流村正一

d
特
約
が
お
さ
れ
七
四
芝
、

日
的
世
植
の
一
譲
受
人
は
む
す
い
門
に
結
ば
れ
た
誠
湾
計
止
符
利
い
上
〉
一

C
目
崎
債
権
を
取
得
す
る

さ
き
＆

r
な
る
の
か
、
と
い
う
向
廷
に
持
し
て
‘
現
仁
法
は
同
吋
同
時
毛
抜
待
を
恥
へ
い
ピ
い
る
と
い
わ
さ
る
を
、
ズ
な
い
。

A
B
L
l
j
U本
に
お
い
r
L
も
評
及
L
始
的
、
〈
，
ゃ
担
保
日
均
十
資
金
珂
生
川
約
で
ノ
打
わ
九
7

心
坑
ん
口
債
権
説
法
取
引
が
長

レ」
F

ムつ一ど同

拐

さ

b
め
て
雨
史
な
け
V
一m固
定
一
上
め
て
い
る

羽
来
値
μ
叫
謀
波
山
阻
害
市
古
川
内
と
な
り
伊
ね
な
い
一
議
桟
禁
止
特
約
の
効

そ
れ
と
と
お
れ

ー
刀
…
式
一
と
う
刻
制
ず
べ
き
伊
、
特
に
半
問
的
日
一
以
下
百
人
を
宵
す
る
玄
川
凶
を
J

b

J

て
締
結
ν
さ
れ
る
或
液
禁
止
特
約
に
す
っ
対
犯
す
べ
」
ラ
か
、

と
い
う
う
法
課
題
が
押
f
L
L
了
、
い
る

太
子
悶
で
は
、
法
制
審
議
会
で
現
〆
審
議
中
の
諮
問
批
索
を
手
品
か
り
と
し
な
が
ら
、

そ
、
で
提
案
と
れ
と
注
択
肢
；
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
、
右
の
誇
起
に
つ
い
て
の
解
釈
論
泣
び
止
法
論
と

L
、
あ
る
べ
き
方
向
忙
を
提
弓

TrQ～
と
に
丈
一
レ
ャ
て
の
際
、

JJ;, 
1丁
Fl 
／々、

民

法
由
、
や
相
対
化
す
る
ん
｝
め
、

沈
紋
法
y
－
午
、
ト
イ
ツ
法
的
議
論
会
参
出
す
る

ド
f
ン
法
三
小
（
J

出i
イ
ヲ
る
回
以
は
M
U
A

卜
の
止
に
あ
る

に
、
ド
イ
ツ
法
で
は
将
来
債
権
設
技
の
有
効
壮
い
が
非
常
に
早
く
か
っ
誌
め
九
札

五
問
題
に
つ
い
て
も
二
一
？
一
校
受
議
論
の
蓄
積
が
あ

る
。
第

に
、
号
泣
禁
J

汀
特
れ
の
物
九
世
的
効
果
〆
絶
対
的
仏
力
一
主
原
則
と
し
て
本
認
す
ゐ
山
…
に
お
い
て
も
い
上
本
民
法
川
一
六
六
条
羽

の
す
例
・
通
抗
と
共
通
の
茶
措
を
打
す
る
と
共
に

債
権
治
動
化
的
安
請
い
応
え
る
汗
め
い
日
行
約
作
効
力
会
初
混
ず
る
i
J
法
措
置
を
拘

法
分
間
「
迅
速
ト

rコ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
h

ド
イ
ツ
法
と
の
比
牧
を
泊

L
C
川
円
際
的
淑
託
を
も
三
工
、
そ
に
現
実
に
却
し

た
（
リ
法
論
を
口
欧
州
附
す
る
う
え

γ

＼
台
並
な
r
川
崎
を
得
る
こ
と
が
印
刷
待
J

き
る

ヵ＝
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二

１
．
将
来
債
権
譲
渡



V

ペ
解
釈
問
題
で
あ
っ
た

最
有
裁
は
、
前
住
一
両
波
の
効
m九
は
債
権
発
生
時
ま
了
、
ト
？
一
ヒ
な
い
か
ら
、
一
誕
り
A
Z
け
ん
1

将
来
債
権
は
決
定
納
期
限
引
出
に
譲
波

um似
財

日

芹
に
な
一
日

t

い
4
い
と
し
た
原
審
均
利
耐
を
捜
し
た
に
こ
の
結
論
は
、
γ
界
・
実
務
芥
か
」
り
概
ね
好
青
的
い
許
仙
台
れ
ご
い
る

り
将
来
債
権
設
湾
に
お
け
る
債
潅
移
転
時
期
の
詞
町
同
一
に
羽
し
て
は
、
契
約
町
一
向
と
旧
権
交
牛
時
一
目
し
ζ

内
対
げ
が
あ
っ

従
前
川
か

〉

1

‘

グ
」
そ
右

m
H
臣
択
を
踏
ま
え
て
局
場
し
た

F
成
！
？
年

月
一
立

E
判
沢
ト
吋
し
て
は
、
川
貝
准
内
移
転
時
間
を
謀
、
は
契
約
尚
結
時
と
間
川
、
ズ
？
の
円
能
川
け

を
m同
い
ん
も
の
で
あ
る
と
の
一
計
紙
も
ん
じ
在
ヲ
る

」
り
般
的
な
の
は
、
債
権
内
移
転
時
間
や
権
判
取
得
メ
方
一
一
ズ
ム
に
つ
い
て
の

FJ作
缶
詰
口
度
決
定
を
持

χ
た
と
み
る
市
川
以
ー
と
あ
る

つ
ま
り
円
寸
前
借
誌
が
現
に
荘
牛
仁
一
た
と
え
は
何
ら
の
行
品
を
要
す
る
こ
と
な
く
中
」

然
L

～
で
の
権
利
を
収
作
し
う
る
地
泣
か
譲
一
主
人
に
旬
以
し
て
L
る
こ
と
を
刻
外
的
h

張
ず
き
又
司
ベ
r
尽
に
あ
る
ご
と
を
倖
記
し
と
い
い
ト
Y

一

と
ま
る
と
与
え
ら
れ
る
け
こ
の
占
、
U

需
給
油
叫
設
を
代
仁
氏
十
る
見
解
は
、
慎
憾
の
発
宅
別
）
：
弘
前
求
可
能
性
ム
ピ
怯
え
た
情
隆
三
汀
し
な
い

が
、
譲
伐
の
写
体
l
p
L
ナ
、
処
分
権
限
の
み
を
備
え
た
将
来
債
権
を
法
的
に
何
人
み
す
之
、
と
は
可
能
で
あ
る
と
寸

こ
の
見
併
は
れ

そ
ム
く
次
心
】
ホ
フ
一
発
想
じ
依
同
開
寸
る
も
の
と
き
も
え
ら
れ
る

寸
な
h
ち
処
分
他
阪
は
権
利
f

財
夜
也
一
心
以
来
的
に
内
在
す
る
権
九
時

と
あ
れ
、
財
産
協
の
一
一
持
で
あ
る
債
権
も
そ
の
例
外
ご
は
な
い
）
そ
の
権
利
の
が
体
的
都
介
（
民
八
刀
惟
限
｝
を
、
権
利
の
客
体
か
現
主

に
発
牛

1
る
前
の
段
階
て
あ
っ
て
も
、
ん
は
怠
に
よ
り
誠
A
Z
人
に
有
効
に
移
十
叫
す
や
こ
y
が
で
き
る
ご
物
性
法
と
田
町
な
り
、

し
な
い
限
り
、

処
分
一
1
為
を
知
念
一
じ
さ
な
い
と
い
う
制
約
は
債
也
法
い
心
然
に
は
む
在
し
な
い
。
ま
た
官
権
的
譲
庁
内
刊

川
中
川
、
は
民
法
耳
六
六
条

ァ
υ
U
J
羽
砕
に
官
言

L
C
い
る
と
吟
ろ
で
あ
ハ
リ
、
L

ヲ
ベ
か
い
り
ノ
＼
貸
潅
は
、
法
作
上
あ
れ
川
い
は
性
質
ト
議
湾
万
能

ヨヘ,,, 

引
酢
の
も
の
を
沿
い
て

資
議
議
波
に
fH務

そ
の
権
利
の
注
官
民
と

L
L訣
淀
川
L

吻
処
分
可
能
作
を
ト
約
す
る
。
茂
川
品
目
能
な
！
ト
戸
川
浩
や

朽
の
同
意
を
岳
民
と
す
る
タ
ノ
ベ
ブ
内
情
権

つ
ま
り
白
出

μ
処
分
ヲ
る
こ
と
の
で
戸
な
い
債
権
を
当
事
者
灯
台
－
E

L
ょ
う
て
住
民
に
制

誌
L
4
3
T
Z一
は
で
さ
な
い
、

と
l
v

も
つ
註
伽
町
f
あ
る
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２
．
譲
渡
禁
止
特
約



３
．
将
来
債
権
の
譲
渡
後
に
付
さ
れ
た
譲
渡
禁
止
特
約
の
対
抗
の
可
否



／
］
案
〕
は

山耐渡
4
C
れ
る
債
権
の
性
信
平
、
そ
計
を
同
行
ヰ
さ
せ
る
契
勾
の
什
い
り
同
に
山
市
九
二
議
液
禁
ぃ
特
約
，
M
J
日
付
ム
一
れ
る
一
i

士
一
が

取
引
慣
ノ
汀
上
一
般
的
で
あ
る
場
ム
け
に
は
、
誌
を
人
は
型
高
円
（
又
は
重
過
丈
一

三
み
な
号
、
伊
る
円
円
の
規
定
を
設
け

γω

ヒ
す
ァ
心
ご

｛
内
案
〕
は
、
債
務
行
の
利
益
「
足
譲
を
重
領
、

た
し
一
、
ズ
将
来
債
権
議
淀
に
時
間
的
に
遅
れ
丈
と

d

て
ム
、
債
務
自
は
特
約
を
吊
に

譲
受
人
に
け
抗
す

FT
）
と
が

C
き
る
、
ド
し
す
る
り

｛j
案
山
は
、
規
定
を
設
け
ず
、
人
f
没
の
間
引
釈
に
委
ね
る
べ

3
ど
と
す
る
ー

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

申
案
〕
は
、
最
判
山
J
成

月
一
立
円
と
の

ゃ
日
行
士
川
河
川
叫
説
夜
に
お
け
る
取
引
安
全
灯
保
護
を
恨
担
と
し

h 
牛

こ
の
と
、
え
ん
に
対

L
て
は
、
一
議
席
以
禁
止
特
約
に
よ
r

一
仁
保
誰
さ
恥
る
べ
き

Lm務
青
山
下
当
な
れ
益
も
一

M
U休
日
武
芦
れ
な
く
λ

公
っ
て
1
一ま

も
っ
と
い
う
結
岡
本
の
－
H
質
的
安
当
性
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

将
来
皆
様
の
考
人
文
人
の
予
測
り
能
性
を
桜
な
わ
な
い
諮
問
で
、
議
一
久
J

へ
と
債
務
析
し
〆
の
向
の
利
低
両
牲
を
図
ろ
う
と
す
る
の
が
｛
乙

｛
ア
リ
案
｝
は
、

特
約
｝
『
潟
明
性
日
中
’
あ
れ
ば
、

ミ
d

？
3
1
3

5
』

t
品
守
ミ

対
抗
－
d
を
認
め

t
Jも
譲
受
人
の
利
己
昨
日
h

書
き
れ
な
い
と
い
う
発
組
！
山
立
つ

そ
の
安
p

－
佐
山
口
検
立
に
為
ん
っ
、
は
、

凶
六
六
条

反
ど
だ
｝

d

吉
ド
ド
お
い
て
支
過
生
へ
の
一
品
受
人
が
怪
利
取
得
を
下
ド

r
コチ川ノ
l

こ
、
一
ご
I
h

－

－

1
f
i

、
u

J

t
ョ

（
た
さ
れ
る
の
は
な
せ
ゲ
、
「
主
過
去

の
認
定
判
断
と
特
約
の
吋
知
判
い
ζ

の
問
係
に
つ
い

拍
い
敢
に
者
J
H
山

Z
dけ
れ
ば
な
ち
な

｛石川案〕

は
、
鴨
川
ω
に
特
約
が
該
波
小
可
能
一
J
V
佑
持
を
戎
げ
さ
1
2
る
と
い
う
伝
統
的

2
担
鮮
か
ら

4
vれ
や
す

u
r
7
え
方
で
あ
る

そ
も
そ
も
机
J

止
を
祈
設
し
な
く
て
ら
、
本
問
題
の
よ
う
い
古
〕
濯
譲
JU品
川
川
に
特
れ
が
議
結
さ
れ
る
場
出
じ
は
も

刈
六
ハ
条

項
丈
ur－－」行声

者
」
を
観

E
tる
余
地
が
な
い
と
い
、
っ
河
川
で
、

別
行
法
の
解
釈
し
イ
し
と

と
伺
仁
結

y
T

の
「
十
育
宣
言
内
川
市

き
る
と
も
解
さ
れ
て
い

し
か
し
今
伎
の
改
正
J

汁
業
ぽ
、
一
段
に
述
べ
れ
と
お
り
、
特
約
の
効
h
vを
制
限
す
る
む

p

一
で
推
移
し
て
お
り
‘

ぷ
論
内
前
提
が
党
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
と

丙
来
日

μ
対
し
て
は
、
最
判
平
成

年

月
白
日
と
の
整
ヘ
戸
性
が
同
川
越
と
な
る

つ
ま
り
集
権
設
液
の
効
果
が
譲
液
製
約
時
占
、
で
確
定
的

μ
牢
レ
に
て
川
る
こ
ど
の
今
川
寺
J
l
y

し
て
、
布
中
発
生
」
司
る
倍
粍
の
処
分
権
限
が
一
説 ' 〆ジ
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渡
人
か
え
ハ
誇
受
人
に
確
だ
的
に
移
転

υ
た
こ
〆
一
日
が
附
註
さ
れ
て
い
る
の
ど
a

一
仮
占
た
す
る
と
、
佐
佐
権
限
J
H
4
」
技
守
へ
し
ん
該
浪
人
と
債
務
者

と
の
へ
川
合
宿
に
ょ
っ
と

既
に
議
官
山
｝

r

た
は
ず
の
伯
払
の
譲
渡
性
会
一
事
伶
的
に
災
わ
せ
り
ん
ご
と
な
ど
て
き
な
い
の
で
は
な
い
か

れ
る
よ
H
ら
で
あ
る
什
さ
ら
い
将
来
賓
潅
譲
筏
伎
に
目
さ
れ
た
一
議
双
禁

H
特
約
の
効
力
を
常
に
吋
抗
で
き
る
と

f
る
と
、
一
誠
一
ス
人
に
不
問

の
損
害
L

ど
も
丈
ら
し
、
将
来
債
潅
一
一
川
川
に
上
己
資
金
羽
法
の
安
定
注
を
川
和

4
7、
と
い
う
批
川
ー
が
さ
れ
て
い

申
案
日
仏
人
ぴ

丙
停
止
｝
は

い
ず
九
も
方
当
事
計
（
甲
業
は
将
求
ι官、
λ

唱
の
一
一
活
（
下
人
、
山
内
案
は
法
務
リ
打
、

内
科

F

八
店
深
議
に
似
訴
し

一
丸
お
り

は
そ
の
中
間
を
低
う
折
京
日
間
な
業
ず
あ
る
と
い
え
る
。
法
制
審
説
会
内
議
論
じ
お
い
て
は
、
門
市
本
川
｝
を
計
h
h同
仰
に

支
持
す
る
す
見
は
な
く
、
｛
市
川
実
｝
を
主
持

f
る
苔
が
比
較
的
事
い
よ
う
で
め
る

他
に
｛
］
烹
］
｛
乙
索
山
を
支
持
す
る
も
の
も
は

ι

れ
、
議
誌
が
収
数
し
て
い
と
と
は
い
え
九
か
い

日
立
武
士
会
h

お
い
て
は
、
狩
段
の
規
定
を
泣
か
な
く
て
も
、
特
約

u
つ
い
て
宮
古
知
市

氾
失
の
ι誠
一
公
人
を
阪
一
話
す
と
紅
来
の
枠
組
み
を
、
世
弔
し
、
譲
渋
当
時
を
基
準
に
一
端
受
人
の
キ
相
聞
に
出
じ
て
判
附
寸
品
、
と
！
円
よ
づ
て
、

市f
k
f
｝『

IUじ
f
誠
一
女
人
的
法
切
な
河
川
議
を
凶
り
う
る
た
め
、
規
定
新
設
の
必
安
な

LBr
す
る
見
方
が
有
力
の
よ
う
で
め
る
c

っ
：
つ
伊
ム
ん

P

乙
T
J
A
γ
I、，、ム十、目ヒム外

i
c

－－

F
＋イ

4
4
z午
、

4
2

v
r
h
の
京
の
ん
向
性
が
妥
げ
で
で
あ
る
か
争
判
断
4
y
る
た
め
に
は
、
小
、
将
来
債
権
的
援
し
崎
契

約
〆
ト
ん
山
仇
し
中
吾
作
μ
ハ
備
に
ょ
う
＼
謹
一
三
一
人
が
と
の
よ
う
な
法
的
地
位
を
取
得
1

J

て
い

L
の
ム
九
九
人
情
）
諜
流
禁
ぃ
特
約
の
効
り
や
と
の
よ
う

に
長
又
る
べ
き
か
、

mJ仏
桂
議
官
山
に
閑
寸
る
対
抗
要
件
糾
慢
の
存
合
μ庁
、
び
そ
の
在
り
ト
ワ
が
本
問
題
に
い
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
か
、
与
の

複
眼
的
な
制
的
が
ら
性
汁
ず
る
必
要
が
あ
る
“

ド
J

Y
法
的
議
論
を
山
芸
考
に

L
な
が
り
、

灯、

コ
担
泊
い
汗
い
ム
↑
ハ
＋
1
3？
b

グ
正
n
I
J
e
hで
4
7
1

一
一
了
三

円
山
わ
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三

１
．
将
来
債
権
の
譲
渡



る
刊
明
ん
け
を
か
顕
に
佳
い
て
ド
γ
ω
2

お
し
乏
h
r
躍
の
と
う
に
、
一
札
什
し
な
い
債
怯
の
処
分
を
説
得
J
q
J

る
も
の
で
は
な
L

も
っ
と
も
、
法
津

行
為
に
ニ
る
は
引
を
情
易
化
寸
2

る
た
め
に

処
分
行
為
を
吋
誌
な
限
ぺ
引
退
主
可
持
な
も
の
と
ぶ
に
扱
う
ど
い
う
考
え
方
が
同
長
山

い
あ
る
も
の
と
辿
制
刑
さ
れ
て
討
り
、
追
d

Aい
出
は
条
え
の
士
弓
を
起

i
c
杭
化
台
れ
る
傾
向
に
あ
一
つ

将
来
債
権
の
譲
浪
い
お
い

と
も
、
処
分
内
容
体
を
な
「
権
利
の
行
右
は
、
そ
の
権
利
が
処
分
者
の
対
広
悔
い
属
す
る
三
と
と
同
一
線
い
、
内
E
J
U
U
山
孔
批
な
要
行
、
と
痢
さ

打
、
他
人
心
権
利
の
処
分
一

ι為
が
そ
内
常
利
刊
の
取
得
じ
よ
っ
て
泊
’
一
亡
さ
れ
る
よ
う
じ
、

将
来
漬
祢
唱
の
処
分
h
債
権
売
牛
に
よ
れ
い
唱
完
さ

九
品
、
と
み
る
の
が
般
的

γ

;s 

V

一三
t

ド
波
及
効
は
認
め
ら
れ
な
い

L
た
い
っ
て
い
付
未
結
社
の
議
席
以
人
ぃ
倒
産
し
た
場
合
、
引
）
4

桂
子
続
出
航
仏
山
川
に
将
米
債
権
争
一
議
川
町

4

叉
け
て
も
、
倒
産
子
続
慌
姑
絞
に
経

牢
し
た
結
権
に
つ
い
て
は
、

破
産
信
雄
V
H
1
宇
の
関
係
し
一
議
昨
日
の
羽
取
が
牛
じ
ず
、
譲
受
人
は
譲
り

4

叉
け
た
位
栓
同
っ
き
町
山
除
権
JE
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る

な
お
h
h
m
に
発
生
し
だ
債
権
が
譲
受
人
に
帰

R
f’G
メ
カ
ュ
ズ
ム
｝
一
つ
い
て
は

iv
わ
ゆ
る
経
由
附
取
得
郊
と
直
路
取
得
一
刊
の
け
刈
l

げ
が

あ
る
べ
処
分
ノ
打
お
の
効
巴
子
、
は
債
惟
刀
法
液
人
の
も
と
一
、
発
生
工
一
掛
詞
じ
と
と
、
り
て
れ
に
よ
叶
て
効
む
を
生
じ
た
償
協
政
波

kr 

と
税
明
す
る
の
が
紅
白
取
得
一
抗
告
あ
る
一

じ
基
づ
き
直
ち
に
禄
渡
人
か
ら
一
一
時
d

A

E

ハ
に
移
私
す
る
、

）
か
し
こ
の
そ
っ
土
構
戒
は
辺
遂
で

if, 

ま
た
尖
際
の
惑
し
ML
に
叩

L
L
い
士
、
い
と
批
判
さ
れ
に
い
る

常
国
（
を
E
J
J
ι

ょ
i」

4
9
ν
y

－

i
1
7
f
p
一一

d

l

そ
れ
は
談
液
人
に
一
役

一
れ
に
い
U
L
内、

も
帰
属
ヲ
る
こ
と
な
ノ
＼
譲
受
八
千
直
接
に
国
的
法
全
を
取
得
づ
る
と
h

？
こ
る
の
が
件
接
取
得
討
で
あ
U

d
j
t
 

JFγ

お
Wレ
h
h

科
寸
人
；
一
自
ら
札

1
1

－J
I

3

 

る
法
律
紛
争
を
処
理
す
る
い
あ
た
り
、
在
校
取
得
説
か
持
白
取
得
玩
の
い
ず
れ
か
の
住
静
止
決
定
を
山
阿
保
し
た
ま
ま
で
ら
、
当
該
羽
田
還
を

処
迎
ず
る
こ
い
し
い
？
で
き
る
域
ム
ド
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
却
詩
的
問
題
に
対
し
て
態
ば
表
明
を

L
て
い
長
い
｛

現
在
内
万
一
説
は
直
持
取
得
説

γ
Z力
る
と
い
き
れ
て
い
る
よ
｝
〉
で
あ
る
。

一
九
じ
対
し
て
、
学
説
は
な

お
対
守

L
ご
い
る
が
、
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お

K
L炉
格
の
一
一
章
一
日
間
鳩
山

ド
イ

y
浅
は

H
4法
の
で
つ
な
バ
抗
賢
作
土
嘉
一
を
ほ
匝
1

二
L

い
な

ν

証
主
式
の
い
f
火
山
，
に
一
小
り
い
慣
性
は
r
磁
波
人
か
ふ
誌
そ
人
に
。

転
「
る
コ
そ
の
結
果
同

の
円
以
発
牛
仲
買
告
濯
を
二
平
に
ニ
議
波
し
丈
場
企
第
一
議
夜
契
約
に
上
り
処
一
力
行
為
は
万
人
と
の
関
係
に
お
い
て

完
結
し
、
あ
議
波
は
蛙
権
利
者
と

L
ご
処
分
権
現
を
ム
叫
し
な
い
墳
権
を
一
議
流
し
た
こ
と
い
な
る
n

第
二
議
受
人
は
権
利
を
取
得
す

ω

こ
と
が
「
き
な
い

つ
ま
り
恥
発
牛
清
一
様
の
一
説
浪
じ
河

L
Cは
、
仇
問
先
住
原
相
川

（日
υ
Z
E
E
－ぢ

2
5立
が
妥
当
し
て
い
る

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

リ
引
け
土
、
口

t
占
凡
主
乃
混
在
、
日
J

て
色
、

ilv
！

q

y
ー

イ

一

二

t
t
t
J
1
1

つ
ま
れ
同

の
日
米
債
権
が
一
面

同
様
に
恒
問
先
性
原
理
が
妥
当
d
る
と
堺
し
て
い
る

九
円
一
一
誠
慨
を
一
生
け
へ

i

」
半
円
の
み
が
経
机
苔
と
な
り

、ーム昨くメ」トい
h
L
臼丸へ口、

1
E
r
f

；

i
d
 

一
謀
泊
仙
人
は
第

一
設
技
会
一
ノ
り
つ
処
分
栓
以
を
も
じ
ゃ
有
し
て
い

な
い
2

こ
の
ト
ナ
）
な
帰
粘
は
叩
H

白
い
〉
f

N

日
N

ロC
出
い
甘
ポ
ワ
さ

4
vれ
る

す
な
わ
ち
同
条
は
将
悼
の
処
分
住
円
以
を
白
し
な
い
者

！
｝
上
る
が
市
（
議
官
は
や
一
証
一
条
件
に
時
間
的
｝
山
村
院
涜
の
第
一
一
議
湾
！
い
汁
し
て
投
光
さ
せ
に
い
る
わ
げ
で
は
弘
日
い
り
む

L
乃
此
ハ
ム
笹
川
別
に
尚

ldwL

え
な
い
筏
殺
の
処
分
行
為
が
な
き
れ
、
処
分
者
が
一
等
い
を
取
得
し
た
場
合
」
に
は
、
お
一
処
分
の
み
を
有
効
と

T
る
と
定
め
ら
れ
て

い
る
ぺ
既
九
九
ht
憤
権
内
一
一
一
一
同
波
事
例
マ
は
寝
先
性
問
何
回
ふ
り
す
恒
持
第
一
一
一
講
師
泥
の
後
え
が
導
か
れ
】

l

却
の
に
対
1

〕
て
、
お
い
米
債
権
謀
IA
の

日
明
ム
け
は
他
な
ら
ぬ
さ
お
／
「
耳
目
叩
M

虫
記

一
領
退
治
岡
山

r
一
の
法
J
t
効
果
ζ
1
〕
て
、
容
体
の
山
市
得
を
長
作
こ
し
亡
、
制
約
一
設
校
の
み
が

h
効
と
な
る

て
の
結
果
ム
甘
効
！
こ
な
一
リ
た
第
恒
人
刀
に
「
晴
元
住
が
認
め
ら
れ
る
構
造
に

2
つ
L

い
る

一均一

将
来
演
議
議
淀
と
君
拝
え
と
の
抗
日
ん
間
係
に
幻
い

c
b、
時
間
的
に
先
／
f
h
づ
る
一
議
波
u
m
d
優
先
し
、
左
折
、
ヲ
ノ
は
ぐ
さ
な
い
r

議
湾
契
約

の
締
結
と
共
に
議
波
へ
は
一
議
決

L
た
境
構
に
つ
い
て
の
処
分
権
以
主
尖
っ
て
い
守
～
し
イ
に
な
る
か
ら

cあ
る
。

二
れ
に
対
し
て
‘
将
来
質
権
設
認
問
、
官
げ
よ
弛
発
生
r
町
い
、
日
的
情
権
を
一
一
品
古
何
人
が
比
吟
干
し
、
あ
る
い
は
債
権
売
咋
の
基
礎
た
る
法
律

一
戸
ユ
プ
F
T
E
n～
‘
ぁ
。
い
は
他
ヰ
刊
に
移
転
し
ん
旭
川
行

、
先
れ
一
説
内
肢
は
空
振
り
じ
な
る
と
前
九
れ
て

司
係
を
V止

H
L

借
権
は
お
よ
で
一
説
浪
人
の
も
と
亡
琵
半
し
て
い
去
し
か
、

F

｝
れ
九
の
場
合
は
、

め
る
い
は
も
い
や
鵡
液
人
の
子
中
に
罰
し
て
お

る
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ら
ず
、
先
ノ
ハ
1
4
間
液
は
対
象
を
欠
い
た
も
の
と
な
る

r
ら
で
あ
る

1

u

か
υ
版
発
μ

一民払の一一誠一泊以
1

ト
関
す
る
没
先
住
原
開
J

王
将
来
債
権
誌
波
に
そ
の
ま
ま
迫
田
す
る
民
間
の

に品川
1

ぶ
、
は
、
批
紅
い
も

t
山
広
い
に
一
亡
、
ち
z
r
kご

づ7
な
わ
ん
現
行
法
卜
、
容
体
の
処

の
場
国
じ
優
先
注
胤
理
を
羽
市
づ
る
た
め
の
法
伊
L
し
の
川
駅
必
を
欠
い
て
い
る

一
け
潅
浪
の
み
を
分
組
L
C処
分
守
る
こ
し
f
一
は
で
き
な
い
し
、
司
さ
れ
、
も
い
な
い
υ

一
議
伐
ヘ
は
当
訪
客
体

E
九
日
休
を
処
分
す
る
こ
と

じ
上
つ
て
の
み
処
げ
抱
限
を
牛
子
つ
。
前

4m
淀
が
「
十
い
わ
れ
ピ
も
、

uL町
法
ル
惟
が
九
九
牛

L
な
い
州
民

υ
、
一
政
淀
の
効
果
が
発
牛
せ
ず
、

人
ト
口
約
官
権
の
処
分
比
四
浪
じ
か
成
っ
て
い
る
と
宅
、
子
h
九
品
：
か
ら
第
一
説
夜
行
為
が
当
吠
J

い
机
権
以
処
分
し
乙
な
る
わ
け
と
は
な
い

こ
の
引
に
お
い
て
将
来
仏
維
の
一
説
筏
ど
間
発
生
佐
北
の
一
説
減
ー
に
の
問
に
人
き
な
連
い
が
め
る
こ
と
を
石
巡
し
て
い
る
j

ご
う
の
で
あ
る

そ
号
、
ど
将
土
俵
住
め
ポ
抽
出
の
間
程
十
一
期
神
住
」
の
照
時
1
Y

一
し
て
州
、
λ
、
こ
の
批
判
を
凶
市
町
1
－
ょ
っ
と
法
み
る
も
の
市
あ
る

見
併
は
、
将
土
債
権
的
議
受
人
の
権
利
収
得
を
伸
長
取
得
と
み
る

2
判明
L

玉
川
促
と
す
ノ
ー
そ
の
与
え
で
、
将
来
債
権
の
譲
伐
に
お
い
て

処
分
さ
れ

t
L
ふ
の
は
、
J
r
A

だ
吋
J

し
な
い
将
来
依
権
で
は
な
く
、

既
に
キ

r
fる
期
待
憶
で
あ
る
と
号
、
ズ
心
。
債
権
出
張
伐
に
よ
け
一
議

交
人
の
元
じ
h
t
d
h
f

矧
件
降
が
債
権
発
生
一
と
一
月
時
に
安
を
夜
、

f
o
～一人ノ伊
m
J
q
る
こ
と
い
そ
b

J

て
ほ
措
三
倍
他
内
山
叫
ん
い
／
一
位
弓
ん
じ
ゅ
－
ハ
ノ

性
店
F

闘
の
適
川
が
基
礎
ゴ
け
ら
れ
る
、
シ

1
7
か
υ
期
待
怯
理
論
に
対
し
て
は

官
円
f
h
f
q
ば

先
行
採
渡
に
後
続

内
容
的
ド
い
棺
れ
れ
な
い
怯
分
は

の
見
解
を

叫判明
M
J
Z
間
わ
ず
ず
に
て
持
誌
と
さ
れ
る
旦
｝
と
に
な
る
は
ず
だ
が

こ
の
克
明
は
債
権
売
牛
の
恭
礎
し
し
な

u
法
律
判
円
相
M
d
完

d
さ
れ
〈
均

合
や
譲
浪
禁
止
し
討
約
が
締
結
ぢ
れ
た
場
企
に
湖

L
て
は
、

克
一
日
夜
伐
の
投
司
会
一
認
の
て
お
い
円

1
、

員
円
が
な
い
と
批
す
き
札
、
い
山

ま
ど

川
町
一
間
同
作
弘
と
い
う
独
行
の
カ
ァ
ゴ
つ
ー
は

B
G
E
に
と
っ
て
虹
山
崎
洋
で
あ
り
、

体
か
ぶ

B
G
B
は
様
’
r
な
場
一
川
で
権
利
の
保
有
者

に
な
く
そ
の
「
期
待
比
四
粁
一
い
疋
の
保
誌
を
与
え
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
九
を
お
、
ズ
て
、
事
完
と
し
て
将
来
先
牛
J
9
る
こ
と
が
尉

中山叶
u
さ
れ
て
い
る
ー
と
い
う
だ
円
の
、

つ
ま
り
単
な
る
一

μ見
」
の
一
沼
市
住
刀
づ
町
丈
ト
の
拠
拠
に
某
づ
ー
刀
な
い
法
律
J

ゆ
来
を
基
傑

互主
弓手
{'7~ 
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てj

け

る

，，そと
ir,; ：土

禁：i'i
〉ィ

」じ

特 jl 

'" 妥当 ζ 

力r ち
計

る

' 0 

叩
一
ー
や
品
選
出
（
出
は
、
一
一
手
川
，
い
よ
る
内
容
の
変
更
を
珂
由
と
す
る
宮
道
内
議
淀
禁
汁
と
並
ん
で
人
芝
に
よ
る
一
議
誌
の
ぎ

d
に
つ
い
じ
も
定

い
立
刊
の
刻
々
主
債
務
者
保
護
い
必
要
な
諸
制
ト
A
U
減
し
、

一伯｝

け
る
犯
対
的
虹
効
と
前
せ
る
見
解
お
有
ん
仁
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、

め
～
て
れ
る
n

ふ
議
湾
禁
止
日
々
げ
よ
刊
の
効
ハ
に
つ
い
て
は
、

資
務
者
と
の
胡
採
に
お

判
例
・
良
一
説
は
特
約
内
絶
刈
的
効
力
を
訟
灼
て
が
り
、

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却i)J

反
均
一
一
波
は
効
力
を
生
じ
な
い
と
し
て
い
る

三
九
じ
対
し
て
じ
木
氏
法
灯
ょ
う
じ
特
約
の
効
ん
を
、
十
扶
す
る
に
Y

と
が
で
き
る
桁
子
刀

の
純

mtい
f

一
烹
室
戸
l

ナ
系
叩
氾
失
」

の
譲
受
人
に
限
定
ヂ
る
己
目
の
規
定
は
な
L

特
約
は
訣
彼
ど
」
と
な
い
信
弘
主
成
烹
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、

で
の
該
品
川
牲
を
凶
復
す
ミ
い
は
同
寺
中
か
必
吹
で
あ
ノ
＼
た
だ

1
一
億
務
省
の
同
J
S

を
条
件
一

L
ご
説
法
の
白
効
刊
を
認
め
る
譲
波
制
限
条

項

4
rぬ
ι
わ
ら
れ
忠
誠
湾
料
1
t
特
約

一
山

v
k
l
l】
「

k

T

h

－

f
l
一

i

ト忠ド三一
y
J
L
J
1

ハJ

i
－－
4
札
止
平
庁

ν

方
的
な
同
さ
に
よ
コ
て
一
議
伐
を
有
効
に
す
る
干
と
が
で
き
る

債
務
告
仮
設
の
と
め
の
規
定
と
し
亡
、
抑
ム
（
｝
叶

U
P目
が
用
意
さ
れ
て
い
る
同
条
に
」
る
と
、
債
務
者
が
債
権
一
宮
市
波
校
｝
：
促
前
の
憤

権
者
ぃ
ト
打
っ
た
給
付
税
び
じ

債
権
談
波
伐
に
民
務
タ
／
一
昨
此
引
の
債
権
吾
、
一
の
誌
で
債
権
L

悶
手
、
打
わ
れ
た
す
べ
て
の
全
作

h
支
を

日
己
円
身
に
い
川
午
、
安
当
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い

た
だ
し
信
誇
告
が
債
権
一
一
時
渡
ιう
て
の
給
付
メ
は
法
律
行
為
の
実
行
の
際
に
切
っ

ー
い
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い

円以

f
い
か
民
法
拘
の
一
校
ル
ル
で
あ
る

一
九
九
司
一
年
に
は
、
商
へ
問
に
お
け
る
金
銭
笥
権
設
誌
の
均
斗
い
み
い
円
れ
る
よ
う
な
i
R
靴
店

流
引
品
化
の
要
請
を
考
よ
目
指
し
て
、
一
号
代
議

H
特
約
の
効
h
M

（
対
外
的
対
hd
、
一
を
行
｛
託
、
マ

7
2付
刻
と

L
仁
？
u
h
合
出
口
出
う
設
け
ら
れ
れ
J

り

百
人
同
日
J

山
リ
金
銭
九
円
以
唱
議
殺
の
山
崎
？
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
任
仙
沼
市
議
化
円
支
請
を
考
慮
し
て
、
設
淀
禁
止
特
約
4

互
交
の
設
誌
を
言
全
し

ト
的
効
と

1vる
一
刀
、
計
治
力

h

恒
子
市
川
会
一
出
止
し
七
い
と
い
う
法
務
首
の
川
刊
誌
に
も
配
点
し
て
、
償
務
首
は
4
同
夜
の
併
す
ん
に
つ
い
ピ
長
口
忠

設
渡
人
～
対

L
亡
有
効

γ
弁
吋
L
i
h川支宇一一
jA
け
る
こ
ー
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た

r
w
U
7
H
Z

を
慣
わ
ず

」れ

μ
よ
り
結
束
約
日
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２
．
将
来
債
権
譲
渡
後
に
締
結
さ
れ
た
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力



l 

五
一
邦
角
川
百
叫
ん
判
所

月
一
一
一
口
判
決
出
C
Q
M叶ぜい（あ

事
案

V

が
A
レ
一
の
取
引
ド
ド
使
匝

L
人
人

拡
張
疋

供
給
吐
ぴ
又
払
条
件
」
に
は

V

は
有
限
ム
z
t
A
1ト
民
似
た
H
村
を
供
給
7

三

ぴ
延
長
さ
れ
ぐ
所
有
池
山
叫
川
刊
の
定
め
が
あ
っ
た
付

A 
i土

仕
ハ
給
さ
れ
た
商
品
ソ
ん
は
そ
れ
か
ら
製
造
さ
れ
た
物
を
さ
ら
に
他
に

つ
ま
り

一
一
茂
托
す
る
場
八
円
、

そ
の
一
議
淀
に
亙
一
つ
F
C

泊
客
マ
ハ
は
第
三
者
に
対
し
C
取
得
L

ヲ
る
債
権
を
す
べ

r

一
の
付
随
す
る
地
利
と
共
に
Y
に
譲
波
す

る
も
の

2
さ
れ
て
い
と

A
は
Y
か
ら
惟
ハ
給
さ
れ
ど
村
山
門
ご
制
主
市
中
し
た
注
A
A
資
材
を
建
設
企
業
共
同
体
B
に
引
き
渡
し
ん
円
一

凡バはし乙
Dμ

しど一

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

の
間
内
契
約
に
お
い
て
‘
慌
給
裂
約
じ
茶
づ
く
4
の
代
合
債
潅
は

B
の
同
窓
令
ノ
、
格
者
い
設
湾
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
定
め

が
あ
っ
と

B
は
A
に
刻
し
て
佳
、
b
h
資
材
の
供
給
い
基
ゴ

L
て
ト
品
目
H
e

窓
口
認
の
佑
務
を
わ
、
担
し
て
い
た
と
こ
ぺ

波
色
川
川
特
約
」

で
の
役
へ
の
財
辺
け
つ
ミ
破
産
手
続
か
開
始
し
七

へ
の

B
い
対
「
る
位
桂
悼
の
譲
J

別
絵
搭
を
士
張
1J
た
の
で

x 

え
の
政
産
有
財
人
X
は
こ
れ
を
争
九
れ

D
B
は
、
じ
い
の
円
相
！
？
っ
十
い
の
債
誇
Z

宇
佐
、

V
A

が
Y
の〆
d

併
を
得
て
じ
銀
／
hu
－
－
円
官
民
し
と
信
託
勘

｛主
F

J

以内一
Z
T
5
2こ
に
支
払
っ
た
。
そ
の

μ献
は

X
Y
が
共
同
し
て
の
み
印
判
明
宇
る
こ
と
が
で
き
る
ト
と
さ
れ
て
い
七
c

じ
鋲
h
に
宿
六
訂
さ
れ
か
魚
心
品
川
市
に
つ
き
rHれ
が
又
払
み
ど
之
げ
ゐ
ご
ζ

じ
つ
い

f
y
（り同
uz
を
山
市
め
た

J

L
G
ば
X
山
吉
清
水

X
ば

を
認
安
）
た
が
、

。LG
は
棄
却
？
に
、
）

Y
A
の
L
L
M
一
戸
は
棄
却
さ
れ
b

｛
軒
法
問
出
口

「

A
は
日
と
の
約
｛
主
に
よ
り
、
供
給
委
司
に
い
哲
づ
＼
R
に
汁
J
3
7
左
下
悼
の
一
一
議
波
を
原
則
j
し
こ
禁
d
Lた
。
山
首
出
唱
は

R
m

伺
喜
デ
な
け
れ
は
有
効
に
議
決
守
る
戸
一
し
ん
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
A
が
Y
と
一
川
右
池
山
判
深
川

v
A

ぴ
転
古
代
金
品
川
権
一
議
波
を
約
定
し
て
い

た
か
こ
う
か
に
味
わ
ら
ず
、
世
潅
は
依
産
手
続
問
問
，
応
決
｛
？
の
際
ド

A
じ
帰
属
し
て
い
た
こ
と
に
仕
る
い
そ
九
ゅ
、
x
yは
、
そ
の
4
R
い唱

を
訣
り
一
＼
又
け
ー
に
し
に
ま
怯
し
て
、
政
時
対
川
出
か
ら
の
日
付
注
を
求
め
る
こ
と
は
で
主
な
い
。

J

v

小

J

句
会

hThγ

、

l
f
l
y
r
－－
 

般
砕
け
法
川
凶
六
条
に
よ
れ
ば
、

A
が
敵
淳
子
続
慌
け
に
請
に

Y
の
同
意
な
1
－に

つ
ま
り
祉
栓
以
で
譲
汲
し
入
札
場
合 「

c装
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存
体
の
所
、
行
以
4
0

－Y
は

反
対
拾
付
を
求
め
る
請
求
維
を

そ
れ
へ
J
7
一
履
行
で
あ
る
限
付
に
お
い

自
己
に
一
商
店
内
リ
「
る
よ
、
つ
九
に
ん
4
L

－
求
め
る
こ
ど
が
で
き
る
τ
F
～
の
場
介
、

反
対
給
付
を
ふ
め
品
目
求
憶
が
一
時
乃
さ
礼
子
容
体
に
と
コ
て
代
わ

Q
V
I
Jた
が
っ

の
決
着
は

A
t
T
Y
所
有
の
建
築
資
材
を
そ
の
何
百
九
惜
し
に
で
議
双

L
た
か
う
ど
う
か

こ
れ
に
J
り
州
当
事
者
乃

f

」
恨
の
う
え
設
置
〈
一
一
れ

た
銀
行

U
照
へ
の

A
m
支
払
の
基
伎
に
置
カ
れ
る
債
権
日
叫
ん
発
牛
し

Z
い
る
乃
か
と
う
か
に
係
つ
亡
い
る

品
市
川
正
い
い
調
す
る
向
当
事
者
向

の
ム
i
I
「
ム
か
ら
、

込
権
い
か

Y
所
有
心
速
い
ん
k

材
料
じ
っ
言
A
M
J
わ
っ
一
九
人
年
命
現
処
分
の
付
紙
日
、
長
い
場
ム
ー
の
み
、

x 
；主

そ
の
以

υ
に
お
い

ピ
、
支
払
わ
れ
ど
強
い
っ
き
詰
必
ず
7
0
こ
と
ヂ
司
さ
九
ゐ
と
い
う
結
論
が
川
市
か
九
る
。

控
訴
事
は
、
係
争
結
社
が
、

Y
が
品
川
有
権
を
皆
保
し
、

べ片

k
n

」
る

MTL州
民
も
な
い
品
所
有
権
JE
保
持
せ
る
廷
染
’
A
H
村
の
対
何
｛
よ
め
る

γ一

戸
但
友
一
行
h
n
h
j）
ん
ん
山
叶
切
れ

叫
が

Y
の
所
有
坊
を
そ
の
同
去
を
得
て
一
謀

こ
の
L
1
を

l
E単
出
は
争
心
て
い
丘
い
こ
寸
れ
ゆ
え
亘
市
交
在
の
は
、

波
し
た
の
か
と
っ
か

持
一
一
審
が

債
権
一
議
伐
の
合
誌
に
よ

d
J

て
志
向

x－
れ
た
と
お
り

一
転
主
へ
の
援
協
が

で
あ
る
。

I
E峰
出
は

（
債
権
積
一
布
一

の
対
果
が
発
宇
す
る
こ
ど
を
条
件
と

L
て
し
付
さ
れ
て
い
る
、
と
慢
し
れ
二
と
を
不
当
に
も
非
難

i
て
い
る

c

I

L
か

ー
〕
な
ド
ら

A
は
、
自
立
の
震
存
に
汁
J

9

心
同
住
の
一
一
説
湾
一
位
J
U
1

制

限

ぺ

つ
ま
り
持
品
供
拾
（
り
六
文
九
時
去
の
ロ
円
青
u
l南
惟
譲
波
山
首
将

性
会
一
係
A
h
v
め
ん
一
が
ん
｝
め

PL
、
事
件
事
例
に
お
い
て
将
来
倍
惟
議
淀
川
効
力
が
生
？
い
な
か
っ
た
鵠
告
で
あ
っ
て
も
、
商
品
の
転
売
に
つ

会
一
授
権
さ
札
て
い
人
九
も
の
と
五
件
供
給
町
役
件
、
件
を
新
釈
す
る
こ
に
は
、

信
義
誠
）
六
の
原
則
に
従
い
許
さ
れ
な
い

情
柱
誌
恨
の
効
果
が
μ

じ
な
い
場
企
に
お
い
て
も
、

Y
が
叶
川
有
づ
る
山
間
刊
を
処
分
す
る
議
以
h
J
A
に
う
え
」
門
れ
に
い
た
と
い
う
条
羽
伺
釈
を
控
訴
窓
口
引
に
け
ん
疋

L

た
乃
は
什
当
て
あ
る

結
門
吋
九
は

Y
の
日
同
〕
ザ
ケ
一
、
プ
ど
の
た
め
に
島
支

cvグ
権
を
t

欠
い
た
ま
ま
同
処
分
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

Y
は
破
両
法
刈
六
条
に
が
九
い
、
仮
出

子
続
出
向
f

桁
時
に
な
打
未
履
行
内
債
権
に
つ
き
、
打
、
僚
的
取
戻
を
求
め
る
有
ぷ
け
悼
を
右
す
る
。
一

続
争
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こ
の
〕
で
つ
に
｛

1
｝
判
注
は
、
所
有
権
留
保
特
勾
付
冗
E

立
の
E

H

E

十
二
シ
民
容
に
討
し
で
ム
刊
す
る
松
売
代
令
指
性
に
つ

3
、
設
波
柱
K
L特

F
1
d
Bサ
士
ヨ
i

：：、

長
千
i
f
H
1
A
J

弘
容
の
恒
円
E
G
L
に
談
中
河
川
同
一
」
れ
た
と
め
、
却
内
侭
売
買
の
売
主
へ
の
転
先
代
主
債
権
譲
波
の
効
果
が
れ
九
九
位
し
な
い
て
、

ム
マ
鳴
を
古
E
1
r
J
と
と
も
い
、
商
品
の
転
在
日
浅
F

川
市
が
転
口
パ
代
金
貸
道
的
認
淀
の
右
川
引
を
条
件
と
し
た
も
の
と

mM釈
「
る
こ
と
に
よ
り
、

行い

I
A
の
処
仕
を
加
佐
浪
処
分
と
促
え
ご
い
ら
次
い
見
る

｛
2
｝
特
約
も
、

延
長
き
れ
丈
ム
バ
有
権
制
阪
と
金
融
機
羽
へ
の
斗
括
崎
清

権一一品、
J

伐
の
致
合

百
一
政
庁
九
）

事
前

μ
お
い
て

一
ム
ザ
は
求
ι1
特
約
内
効
力
が
関
わ
九
た
も
の
で
あ
り

l 

判
仇
と
同
様
に
特
約
内

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

対
外
的
効
ル
を
承
認
し
七
。

涜
邦
屈
悼
決
判
所

九

τハ九
μ

六
月
何
日
判
決
出
出

5
m
U
3
吋泣

事
実

電
気
ん
ぶ
社
五
は
電
気
付
科
を
山
知
管
工

A
！
戸
市
仕
権
和
記
引
約
刊
で
供
給
し
、
出
品
の
↑
即
日
ム
市
川
又
は
そ
の
他
の
法
的
悦
拠
に
某

っ
き

A
が
取
得
す
べ
き
位
権
）
｛
ハ
J

J

げ
て
j

め
の
一
議
叫
仲
間
を
受
け
と
L
た

一
一
的
証
一
（
ふ
さ
れ
か
叫
ん
廿
権
留
保
の
約
定
の
品
目
、

ふ一心
B
か
た
ヴ
建
設

委
託
P

4
又
汁
た

法一引一
M
4
1…
正
｝
比
契
勾
－
に
は
明
記
次
出
わ
］
P
M
卜
の
規
定
に
よ
る
債
州
惜
の
一
一
日
IAは、

通
宝
ハ
ヨ
犯
的
に
一
つ
の
金
融
機
関

じ
γ
吋人

L
て
な
さ
れ
る
三
き
の
品
認
め
ち
れ
る

い

rわ
の
一
地
～
け
も
、

事
』
叫
に
中
一
一
間
的

l
、
4
4
L
H

（
日
正
人
よ
｝

に
d

る
明
一
小
の
E
E
E
に
歩

る
－
一
円
主
ヰ
必
安
ど
す
る
t

」
と
の

っ
F
J

へ
は
弓
に
討
す
る

（
報
蝋
）
債
権
を
そ
の
町
立
一
中
を
得
、
銀
行

Y
に
該
殺
し
た

築
に
あ
丈
つ
亡
、

A
は
パ
W
A
T
－
不
払
い
の
ま
ま

X
か
ら
引
泊
予
れ
た
は
科
L
Y
一
使
吊
し
た
。

い
じ
は
需
が
を

Y
に
支
払
っ
た
。

V
A
は、

ァ：
J

E
L芯

に

Y
が
取
れ
ぜ
て
七
金
は
践
の
端
的
支
払
を
ぷ
の
て
坦
比
一
い
が
し
式
。
第
一
様
・
甘
い
［
訴
審
も

xn請
求
を
和
市
み
し
た

u
B
G
Hも
大
の

」
う
ぷ
述
べ
て

X
の
詰
求
を
棄
却

1一十一

｛
判
決
却
由
t

一
日
久
間
戸
ぐ
締
結
さ
れ
た
担
約
ト
よ
り
、
、
刊
の

B
に
対

f
る
保
権
の
譲
拍
は
は
禁
山
H
Fれ
て
い
る

で
の
粘
来
こ
の
桁
権
を

X
に
ら
け
対
片
一 3主
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譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

エ
デ
＋
張
す
る
た
行
、
時
淀
は
、

ノ
て
引
ゆ
え
叩
九
百
窪
田
心
切
に

ν

た
が
い

B
及
び
A
の
信
柱
害
に
対
し
て

組
効
で
あ
る

Y
C
P
A
Y
－
の
何
で

な
ら
乙
の
前

い
つ

A
の
債
権
の
子
め
の
謀
渡
が
号
、
伊
た
か
け
日
常
史
で
は
な
い

2

」の比，
A

口

権
は
、

ーし
ζ
D
H

で
そ
の
発
生
引
い
父
わ
さ
れ
た
契
約

廷
に
一
一
育
波
小
円
詑
L
d
賢
也
と
上
て

A
，
い
有
馬
し
こ
い
る
か

一’特約）
干

l
h

瓦
些
っ
し
V

と、

り
で
あ
る

n
Lど
が
コ

C
こ
の
債
権
は
、

か
ん
と
、
ぇ
一
号
バ
全
J
H
特
約
締
結
の
市
に
X
A
何
で
先
行
譲
淀
日
か
さ
れ
た
と
し
て
も
議
湾
内
対

象
じ
人
は
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
口
も
っ
と
も
‘
一
説
浪
柱
わ
け
が
、

X
ソへは

A
m
池
内
債
権
者
を
ポ
利
益
に
紋
う
こ
と
を
意
味
一
ー
し
て
約
疋
さ
九

た
山
崎
行
は
事
宵
が
異
な
れ
う
る
ど
ん
つ
。

し
か
し
五
は
て
の
よ
う
な
主
張
を
印
し
す
て
て
い
な
い
口

L
ど
が
つ
ピ
X
は
設
淀
禁
止
の
粘

果
と
し
て
A
の
釣
込
を
玖
伺
刊
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
一
」

以
上
の
よ
う
！
1

、｛
2
一
判
仇
も
議
問
也
い
け
特
給
付
債
協
を
議
伐
不
可
能
な
債
権
と
捉
え
る
伝
統
的
な
す
減
に
払
拠
し
、
特
約
山
対

力
は
先
行
す
る
恰
悩
一
議
叫
伐
の
効
間
半
弘
北
牛
L
T
K

一
凶
当
4
る
内
初
対
的
刻
々
を
村
っ
と
前
し
と
い
る
き
ら
｝
山
傍
識
で
あ
る
が
、
出
張
流
禁
止
特
約

が
将
来
債
権
設
度
の
一
議
乏
人
f
p

刈
円
保
供
給
活
」
」

ま
ん
｝
ば
一
一
湾
了
、
の
他
山
円
筒
ぬ
芦
じ
れ
い
利
援
1
7ひ
と
ら
す
こ
と
を
意
同
ー
て
結
ゴ
札
－

rH削

合
は

事
情
が
別
で
為
る
ζ

す
る

通
説
十
山
E
u
z
j
r〈
O
／
＼

債
務
主
デ
既
に
以
受
人
に
権
利
子
移
転

v

た
こ
と
を
知
ワ
て
い
た
三
い
う

だ
け
で
は
、
議
度
禁
「
特
約
キ
給
ぶ
こ
と
に
討
す
る
佑
務
者
の
利
益
は
な
お
法
的
保
護
に
値
す
る
と
考
え
九
れ
て
ド
る
の
で
あ
る

2 

1記

ー
す
例
に
け
ず
心
学
説
の
一
清
川
は
分
か
れ
に
い
る

4
吋
例
を
支
持
4
7

る
見
叩
別
は

日
当
化
の
松
宛
と
し
て

将
来
債
権
の
譲
一
又
へ
は

目
的
資
濯
が
そ
も
そ
も
先
生
し
な
い
つ
ヌ
ク
や
予
定
よ
り
少
績
と
し
か
発
生
し
な
い
つ
ス
ク
を

H
受
ヲ
ベ
与
で
あ
ゐ
の
と
同
保
に
、
一
説

湾
人
M
J
A
訳
沈
没
情
、
也
旬
、
九
牛
ま
じ
の
同
に
譲
波
叶
ー
を
附
刊
爪
守
す
る
特
約

t
結針。
l
p
ス
ク
を
も
甘
受
す
べ
き
C
あ
品
、

と
し、

将
来
世
砲
の

六
手
俳
rhe
へ
二
、

一一↑1
！、4b
ノ
jhι

4
d
液
契
約
に
茶
づ
き
当
仕
い
目
的
佐
北
を
詮
牢
さ
せ
る
い
時
仕
掛
を
れ
刷
、
う
わ
け
ミ
ピ
？
＼

ま
と
佑
務
汗
と
北
九
に
具
体
的
に
と
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の
よ
う
な
内
討
の
い
恒
松
を
形
成
す
る
か
一
設
液
禁

4
党
利
付
き
債
権
を
成
げ
て
に
せ
る
こ
と
、
に
ノ
い
て
も
山
出
ご
あ
る

J
2
7
λ

つ
れ
る

ヤ一

J
f
ぺ
F
i

ょ
の
る

二
れ
に
対
し
て
判
例
に
批
川
的
な
HRiL

併
は
次
の
よ
う
い
淀
ベ
ヲ
位
。
将
土
資
曜
日
山
一
一
育
波
と
は
請
求
也
と
上
て
の
債
権
日
叫
ん
具
体
化

d

な

い
段
恐
に
お
け
山
「
債
出
」
の
一
高
波
て
あ
れ
、

不
正
午
寸
人
な
法
的
地
自
の
処
分
権
現
寺
一
議
伐
ヘ
カ
リ
ら
譲
受
人
へ
移
転
す
る
も
の
と
み
る
こ

と
が
さ
さ
る
c

ド
イ
サ
ノ
法
じ
ぶ
い
て
は
、
対
抗
支
汗
川
別
段
が
む
在
し
て
お
ら
ず
、
日
常
権
設
波
を

U
的
と
一
：
勺
認
約
締
結
を
も
う
ど
処
分

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

む
ハ
仰
は
第
＝

v台
し
仁
川
リ
）
閉
珂
係
い
い
お
い
て
も
完
結
す
る

H

債
権
一
一
問
波
判
中
（
約
締
結
し
よ
り
、
世
権
の
処
分
権
以
を
失
っ
た
一
段
波
人
は
そ
の
叫
品
川

、
債
務
缶
ト
Y

一
の
ム
ロ
誌
に
よ
ツ
ご
、

践
に
譲
液
し
た
紋
稚
の
処
分
権
以
JE
制
約
せ
る
こ
ト
〆
は
と
」
二
な
い
、
い
ず
じ
あ
る
一
議
前
伐
材
ル
止
件
付
J
h
1
Y
一

は
、
伝
続
的
通
説
の
考
え
ん
を
同
提
と
す
れ
ば
、
一
議
波
小
叶
能
人
、
権
利
を
ぺ
十
同
さ
せ
品
九
ヨ
と
や
り

ι恒
松
半
刊
の
処
介
倍
以
を
持
円
減
さ

せ
る
意
味
を
も
一
ノ
付
そ
－
ん
だ
と

f
れ
ば
、
債
権
説
法
と
一
議
湾
祭

H
特
約
と
い
う
二
つ
の
処
分
れ
為
相
互
の
傍

LJ問
係
は
、
時
間
的
な
も
／

内
問
に
よ
り
氏
せ
ら
れ

（
時
間
先
性
血
盟
三
一
議
長
人
の
み
が
迫
法
な
佐
権
の
保
持
者
と
な
る
一
議
決
的
事
官
を
知
二
～
な
い
債
務
長
は
保
一
説

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
ば
一
日
ム
｛
｝
叶
討
（
引
出
の
規
律
い
そ
b

J

て
エ
ム
さ
れ
て
い
る
、

」
一
通

i
J

〉
〉

〉
一
し
、
t
J
T
O

ー
〕
か
）
、

そ
も
そ
も
出
渡
全
半
特
約
の
法
的
竹
民
じ
っ
き
、
一
夜
一
段
不
能
に
。
債
権
を
成
二
七
」
る
と
い
う
い
絞
的
出
解
肉
体
が
純
計
的
な

も
の
で
は
な
く
、

古
い
い
述
へ
た
お
う
に
、
議
液
禁
作
特
約
は
権
利
内
容
の
小
久
史
ん
な
：
｝
処
分
れ
為
九
二
足
ゐ
よ
と
は
で
き
ず
、
債
が
J54－保

議
の
た
め
の
一
千
対
的
効
刀

L
カ
な
い
｝
い
寸
る
盟
問
削
も
古
力
で
あ
る

J

世
F
M

但
が
本
来
的
い
信
州
叶
的
注
質
を
も
っ
也
利
で
あ
る
一
と
ほ
作
ノ
世

持
品
川
者
の
利
統
派
誌
J
h
v

新
相
応
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

将
来
演
権
設
誌
に
よ
り
一
議
湾
人
は
誠
一
三
人
い
け
刈
し
て
の
み
処
一
訂
港
以
ま
た
コ
と

じ

γ
さ
ず
、
ぞ
れ
以
上
じ

zj訣
誌
に
よ
っ
て
‘
法
務
ヰ
引
が
一
読
夜
禁
止
を
特
約
す
る
こ
と
ぶ
よ
り

FU己
の
利
訴
を
守
る
3
d
能
性
ま

E
先

わ
れ
る
と
み
る
の
は
過
当
で
は
な
い
り
木
清
い
お
い
じ
沼
建
じ
な
ヲ
て
い
る
の
は
、
善
意
高
保
認
と
は
な
く
、
と
の
よ
う
争
力
一
存
の
抱

「
ハ
休
的
～
は
議
問
ギ
可
能
な
紋
稚
を
形
成
オ
る
か
し
下
っ
か
、

在
何
人
約
当
事
昌
が
竹
口
出
に
決
定
す
る
－
一
と
が
で
き
る
、

れ
そ
形
成
す
る
が
、
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こ
い
、
つ
脊
J
休
に
お
け
る
形
成
FU
出
の
保
陥
で
あ
る

V

E
帯
二
の
筒
許
制
さ
を
一
二
（
｝
吋
回
（
l

吋
出
の
旧
汎
津
に
よ
り
川
昨
4

役
す
れ
ば
十
分
で
あ
る

－／

r
o
Jぃ、
λλ
？
い

常

ど

に

の
批
判
的
見
併
が
反
発
生
資
唯
に
ま
当
ず
る
後
背
汗
原
却
を
将
来
守
也
譲
札
口
に

判
例
の
結
読
を
支
持
し
つ
つ
も

十
位
仕
事

そ
の
ま
ま
転
治
す
F

一ω
こ
と
を
問
題
視
し

副
の
論
珂
い
父
っ
て
お
士
官
h

協
議
誌
の
優
先
h
γ
主
将
ど
も
の
ち
ふ
も

ω
u
y
T白
は
ふ
、
の
根
拠
を

士
（
d
H
h
t

目
立
山
田
わ
出
の
類
推
通
用
じ
本
仰
す
る
υ

同
条
は
、
「
号
止
条
件
を
忙
し
て
あ
る
存
体
を
処
分
し
た
粁
が
、
条
佐
内
成
百
が
未
定

内
問

μ
そ
の
答
体
い
つ
い
て
行
つ
止
法
統
の
処
分
は
、
条
件
が
成
就

L
ど
旭
川
告
、
条
件
j
h
M
m
る
効
果
を
減
矢
さ
止
、

又
は
ね
比
宍
す
る

限

り

二
o
h
v

て
無
効
で
あ
る
c
呆
件
の
成
告
が
未
定
の
問
、
強
制
執
行
止
は
仮
芽
押
h

ん
の
江
市
山
に
よ
り
、

又
は
破
産
管
財
人
に
よ
り
な

支
れ
と
処
分
も
ま
と
同
じ
っ
ー
と
疋
め
る
c

停
川
条
件
付
処
分
を
’
汀
っ
た
刊
が
、
条
件
成
就
ま
で
円
、

同
の
零
仏
い
日
っ
き
、
先
行
宇

る
処
先
行
為
し
」
村
容
れ
な
i
v

後
誌
の
処
一
み
行
為
を
行
う
湯
舟
デ
あ
る
。

ふ
の
と
き
処
分
者
は
、
欠
点
刊
の
版
木
円
十
不
安
の
間
以
会
お
処
分
の

存
体
に
付
さ
権
利
を
有
4
ど
か
ら
、
が
が
一
処
分
が
量
一
権
利
名
に
よ
る
処
分
と

L
て
当
然
に
証
効
と
い
～
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い

P

そ
こ
で
、

処
分

yi
に
ふ
る
段
続
処
分
じ
三
J
L
L
t
h
d
て
権
利
今
条
件
付
き
で
取
得
し
ん
〕
子
山
品
、
的
地
位
を
松
山
咋
さ
せ
る
ご
と
が
な
い
戸
で
つ
、
／
八
セ

件
付
匙
分
に
対
す
る
物
的
な
予
備
効
F

〈

2
5み
5
乏
を
基
礎
付
け
た
の
が
士
宮
山
｝
》
印
｛
出
「
出
で
あ
る
一

v

そ
し
ご
［
川
丸
木
は
、
処
分

持
者
の
処
分
権
限
を
制
限
ー

ζ
～
も
の
で
は
な
く

絶
対
的
な
処
分
禁

i
主
疋
め
三
も
の
と
担
解
5
N
h
v

い
る

石
山
絞
り
規
律
日
は
ん
い
水
は

た
と
よ
八
ば
川
有
弘
刈
岡
山
市
特
約
汗
冗
回
目
の
よ
、

1
い
、
当
事
者
の
さ
思
に
恭
i
き
長
作
が
μ
い
き
れ
た
取
引
／
仁
ぬ
と
あ
る
。

将
来
債
権
設
湾
の
均
台
は
、
こ
の
上
、
つ
な

E
味
で
の
条
件
で
は
な
く
、
一
議
流
行
為
は
完
結
し
亡
い
る
が
、
目
的
債
権
η
芳
生
が
T
h

唯

定
な
お
米
心
事
実
に
採
ら
し
め
ら
れ
て
お
り

い
わ
ゆ
る
法
定
条
抗
日
か
四
月
越
と
な
っ
て
お
り
、
条
件
と
は
異
な

と
は
い
え
法
悼
行

為
が
横
山
明
要
件
充
足
の
ト
ハ
で
は
完
結

L
て
お
り
、
そ
内
効
力
発
牛
の
み
が
停
け
さ
九
で
い
て
（
効
ん
発
生
が
将
来
の
人
倍
乏
な
事
設
の

九
バ
生
に
斜
ふ
り
し
め
ら
れ
て
い
y
u
v
、
そ
の
よ
う
な
内
動
的
な
川
也
、
あ
る
第
一

処
分
1

一
昨
い
を
や

H

～
川
内
！
斗
し
な
L
続
日
何
処
分
ど
が
競
合
す
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る
関
係
が
笠
じ
て
い
る

二
い
人
本
質
的
な
点
に
お
い
て
共
弔
4
1
7
Q

｝

d

と
が
J
J
L
、
同
長
は
法
疋
長
峠
げ
に
も
知
推
適
叫
が
可
詑
パ
ハ
1

－

い
う
わ
け
で
あ

ι
」
の
考
え
し
h
J
J
午
前
提
と
す
る
レ

の
お
い
米
債
権
の
一
一
足
譲
渡
や
設
波
伎
に
口
的
信
椎
が
一
一

1

J

押
さ
、
λ
ら
れ
ん

！ロJ

場
ム
、
混
一
議
定
も
羊
2

拝
え
も
「
粂
伴
内
成
twu

す
ん
悩
わ
す

J

で
議
双
人
的
一
冗
に
お
け
る
債
権
の
発
生
し
し
い

7

法
定
条
件
の
成
就
一
を
苅

げ
る
ら
ぬ
で
は
右
い
り
ょ
っ
＼
情
】
三
〉

f
H
ω
己
出
類
推
一
世
唱
に
よ
り
、
先
行
譲
渡
の
効
因
子
乞
行
定
す
る
第
一

装
脅
h
j
d
t
ん

HF
こ
ま

l
i
A
2
J
’
L
 

涜
権
党
牛
に
ト
ム
ト
j
条
汗
が
成
f

札
ず
る
こ
と
仁
よ
れ

証
効
と
さ
れ
る
「

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

他
方
、
債
権
の
比
訟
や
将
来
慢
権
を
売
止
さ
せ
る
法
律
対
係
の
ふ
判
止

や
引
A
Y
Z
J
内
地
ム
れ
は
事
情
が
冗
な
る
一

U

こ
れ
ら
は

1'1 
1円

一
長
件
い
凶
日
制
」
を
妨
げ
、
倍
程
民
議
浪
人
の
氾
で
発
生
し
な
い
＝
法
ち
染
件
げ
が
凶
就
じ
な
い
か
ら
、
士
会
〉
ケ
α
同
史
l
M

ロ
設
推
波
刑

γ一

こ
れ
ら
の
処
分

h
f品
は
M
J
引
日
な
久
な
い
一
で
の
結
束
、

将
来
佑
栓
譲
渡
M
m
r
な
さ
れ
と
、

免
除
a

一見
Jμ

引
f
又
の
効
力

J
り
℃
も

が
宵
徹
さ
れ
、
考
人
文
人
以
ヨ
的
債
権
を
収
得
す
る
こ
と
が
v

で
き
な
L

太
子
問
践
的
検
討
対
主
で
あ
る
一
品
清
流
禁
止
特
約
の
締
結
！
円
つ
い
一
に
み
れ
ば
、
特
約
そ
れ
戸
し
体
は
ね
土
憤
権
が
一
議
湾
人
山
冗
で
発
生
す

4

と
い
う
法
疋
条
件
の
世
抗
を
妨
げ
一
ゐ
も
の
で
は
な
い
ー

ー｝た何日付つ
J
k

、
債
ぬ
が
禿
と
す
る
ヘ

袖山氏一
h
J
r
t

ニU
子
百
類
指
溺
い
い
ず
じ
よ
れ
、

将
来
債
権
的
内
針
ぜ
一
…
じ
あ
た
付
、
内
容
的
に
丙

ν
7
fえ
な
い
ほ
一
続
処
分
6
7
J
て
挺
効
と
許
制
品
れ
、
将
九
ぷ
快
権
一
日
誠
一
漂
白
効
ph
か
民
政

将
来
債
権
に
コ
い
て
二
重
譲
渡
い
苧
側
一
や
譲
山
伐
と
た
押
，
一
’
の
授
〈
川
事
例
九
二
川
と
扱
い
に
な
る
、

也、
h

れ
る
コ
品
九
日
n
M
刊
の
と
こ
ろ
、

と
い
う
わ
け

A

、
あ
る
コ

円
以
後
に
折
衷
持
主
見
解
と
し
て
ね
来
演
出
の
一
議
受
人
は
、

そ
の
譲
ー
は
が
な
け
れ
ば
譲
伐
へ
の
？

E
発
牛

L
た
で
あ
ろ
う
内
枠
内
情

権
号
取
得
す
る
し
に
い
う
号
、
ぇ
点
も
提
同
刑
さ
れ
て
い

一
成
否
人
の
元
に
お
い
て
一
世
湾
小
イ
舵
な
山
首
権
と
し
て
九
九
生

L

あ
た
か
ら
一
説
受

人
向
身
が
世
桂
川
者
と
一
世
浪
叫
4

小

J
H
特
約
を
締
結
し
七
か
内
よ
う
な
結
束
を
承
認
し
ょ
、
y
レ
ピ
ず
与
も
の
と
し
め
る
い
そ
の
庁
景
に
は
法
秩
序

は
私
人
ド
行
っ
と
行
為
に
つ
い
て
吋
能
な
似
り
私
法
的
法
的
効
む
を
挫
折
さ
せ
な
い
、
」
う
、
関
与
苔
が
前
ぷ
寸
る
門
的
」
乞
保
軍
司
＼
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四

１
．
ド
イ
ツ
法
と
日
本
法
の
共
通
点
と
相
違
点



寸
法
又
は
阿
川
内
法
に
よ
る
欠
紋
補
充
を
立
安
〆
一
す
る
と
い
う
よ
で
あ
る

も一
7
f
w、
ド

f
y法
は
延
長
許
れ
た
所
有
権
一
叫
保
－
一
い
う

形
で
、
売
買
代
九
，
民
抗
日
を
r
引
保
Lq
る
け
的
で
、
留
保
弐
v
一
が
転
売
に
日
ヲ
り
取
得
す
る
債
権
に
っ
さ
予
め
の
議
渡
Jγ
受
け
る
と
い
う
埼
冨

い
弱
い
こ
、
山
間
深
山
貝
工
エ
と
仕
事
三
清
九
A
V
白し
f
一
の
問
て
締
結
さ
れ
丈
譲
品
川
禁
止
符
れ
の
奴
力
に
つ
き
安
定

L
人
に
法
準
則
を
一
昨
古
し
こ
き
〈
の

円
本
一
ぐ
は
忠
良
ぢ
れ
た
所
有
権
利
回
向
と
い
、
っ
形
仏
町
一
の
凶
担
保
方
法
は
な
仁
み
が
砕
く
、
迎
論
’
刊
に
も
宇
～
務
i
も
問
題
い
与
九

に
対
し
仁
、

「二一九
u
h
M
つ
九
円

し
か
し
今
や

l
本
法
一
じ
も

A
E
L
の
普
及
と
共
に
、
特
に
包
話
的
債
権
一
訣
液
担
年
と
一
一
昨
作
品
宗
川
特
約
内
競
合
問
題
は

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

ド
イ
ア
法
と
川
林
に
河
川
町
出
口
い
な
り
う
る

" 
－ 相
違
ト
ロ

〉
イ

y
ー
と
円
ト
小
山
将
来
伝
権
一
説
筏
に
尚
司
る
法
の
畑
山
県
H
L
一
し
て
、
第
に
指
摘

rべ
き
は
、
将
来
ι恒
松
一
説
渡
契
約
に
基
づ

J

丈
一
、
発

生
し
た
皆
様
が
引
性
愛
人
に
帰
属

f
る
メ
カ
二
丈
ム
の
疎
院
内
川
町
井
一
一
で
あ
る

日
本
山
判
例
法
は
契
抗
巧
に
市
淀
の
刻
一
県
が
先
生

4
るし乙

ロ
い
切
っ
℃
お
り
、
さ
ら
！
日
洋
法
的
℃
有
み
誌
は
処
分
権
が
昨
定
的
に
譲
一
女
人
に
持
お

T
る
も
の
と
理
前
f
e
Q
J

判
例
ー
も
一
一
の
吾
、
ぇ
方
を

積
極
的
に

vhF巳
二
に
い
る
わ
け
で
ほ
し
な
ν

他
方
ト

f
ツ
法
で
は
、

点
在
行
為
が
行
為
ら
て
巴
託
1

二
～
い
て
も
、

債
権
が
私
河
合
す

る
ま
守
ポ
一
波
の
効
ur
は
と
じ
な
い
こ
将
棋
…
慣
性
炭
渡
は
債
権
の
努
生
を
法
定
失
点
作
と
寸
る
佐
f

グ
汀
お
と
し
て
図
解
さ
れ
て
い
る

こ
の
相
波
じ
は
次
の
一
て
つ
に
一
許
制
す
る
こ
と
も
で
き
で
つ
一
〕
す
な
わ
ち
日
ぶ
ム
日
明
、
は
、
陀
ノ
汀
百
求
仏
国
心
J

日
い
よ
什
化
1

d

h

な
い
設
階
戸
、
民
八
万

権
限
の
み
を
先
J
t
L
て
移
転
1
る
と
い
う

t
L方
に
対
ず
る
抵
抗
日
か
比
較
均
少
な
い
の
に
吋
し
こ
、
ド
バ
ツ
法
ご
は
、
漬
権
収
用
J

の
メ

力
三
人
ム
に
つ
き
位
以
取
得
・
経
由
取
得
い
ず
れ
の
構
成
に
依
拠
4
7

る
に
せ
よ
、
世
雄
が
発
牛
し
日
刊
行
請
止
り
能
な
状
況
が
到
土
L

な
い

mmり
は
、
処
げ
行
為
の
羽
黒
は
お
よ
そ
生
じ
え
在
い
、

つ
ま
り
処
分
弘
恨
の
み
が
権
利
本
体
か
ら
分
離
し
て
移
転
下
る
と
い
う
事

態
は
、
向
一
目
さ
れ
て
い
な
い

だ
か
ら
こ
そ
将
来
慣
権
謀
誌
の
有
効
件
を
茶
礎
づ
け
ゐ
た
め
に
羽
レ
抗
日
記
号
民
国
（
出
が
い
可
用
お
れ
‘
ま

た
山
科
的
に
相
容
れ
な
い
後
設
の
処
分
が
＆
さ
れ
七
1
七
三
コ
ド
ニ
肌
ヘ
バ
問
係
の
川
口
主
に
お
い
て
哨

Z
H
h〆
f
H
口
（
垣
間
の
法
定
九
本
件
へ
の
伊
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２
．
将
来
債
権
譲
渡
と
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
に
関
す
る
解
釈
論
・
立
法
論



処
分
行
為
の
住
民
を
有
す
る
と
す
る
型
併
を
川
提
a

「
J

て
、
将
来
債
権
設
淀
の
効
宗
主
一
後
先
性
原
型
に
従
い
、
譲
渡
た
f

↑
特
約
に
健
氏

さ
立
る
ド
？
λ
方
も
、
～
民
主
れ
f
k

い
る
が
、
合
数
一
説
に
留
ま
っ
て
い
る
｝
判
例
凶
涌
説
の
根
底
に
口
、
債
務
だ
が
E

－khす
べ
さ
契
約
形

成
の
円
山
デ
先

Jtす
f
Q
将
来
賓
潅
譲
バ
剤
、
約
の
約
粘
い
よ
っ
て
当
扶
に
制
約

5
れ
る
べ
き
で
は
L
A
い
、
と
い
う
者
ご
え
ん
が
あ
る
円
竹
京

告
潅
譲
認
の
事
す
ん
を
和
る
債
務
者
と
い
え
と
ら
、
特
訓
を
｛
河
村
し

Z
そ
の
対
h
M
を
譲
受
人
い
け
抗
J

句
る
こ
と
が
で
き
7

－
上
川
。

の
よ

う
な
資
潅
該
U
山
し
ょ
コ
て
資
務
者
が
情
常
設
設
の
な
か
っ
た
川
崎
へ
ー
に
比
べ
て
T
h

利
な
地
作
ぶ
置
か
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
与
え
＋
刀
は

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

じ
本
法
じ
も

A

ず一中」

L
う
心
。

L
た
が
っ
て
‘
｛
同
業
｝

内
よ
う
に
、
特
約
内
効
力
を
荷
に
い
パ
パ
一
打
す
る
拘
来
世
様
談
合
川
山
と
の
刈
係
で
汗

た
L
4
3
G
ニ
シ
一
は
問
題
で
あ
り
、
円
丙
血
た
］
を
出
発
山
と
1
1

へ
】
き
で
あ
る
z

つュー

対
抗
中
久
件
制
度
・
将
来
信
雄
譲
波
に
呆
づ
く
捻
れ
取
得
メ
カ
て
ズ
ム
し
こ
の
間
直
一

d
J

、と？も

で
み
た
J
う
に
、

ぃ
J
f
ソ
法
に
は
対
抗
要
件
制
慢
が
な
く
、
川
村
京
債
権
譲
況
の
効
力
派
生
時
が
情
権
先
生
時
と
さ

内し：
h

A

U

、
ご

J
L
C

4
4
戸

i
L
P
U
！

L
I
t
－

い
本
法
に
お
い
て
は

依
権
一
議
湾
に
関
し
て
も
対
抗
安
件
T
五
日
中
’
採
川
さ
れ
て
お
り
か
つ
」
市
川
川
ド
成
一
九

年

月
一
五
円
が
将
来
泊
施
世
譲
渡
山
口
効

Efv契
約
柿
結
と
円
一
時
に
止
と
る
も
の

ζ

｝
二
債
権
の
也
八
刀
悔
阪
が
史
的
町
時
に
設
六
又
人
じ
宅
八
情

じ
移
転
す
る
と
い
う
解
釈

μ
在
、
か
闘
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
書
〕
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
一
こ
の
じ
は
次
の
よ
一
つ
に
考
』
ん
る
べ
き
で
あ
る

時
市

γ
に
将
r人
債
桂
一
一
一
岐
に
つ
き
い
ョ
抗
吹
件
が
全
く
U
八
備
主
れ
て
い
士
、
ド
場
合
は
、
（

1
J
で
述
べ
た
一
で
つ
に
特
約
の
効
力
を
四
一
ハ
殺
手
せ

亡
上
＆
コ

山
間
に
ム
も
む
官
況
に
し
た
が
い

一
一
品
流
羽
ん
約
い
J
る
処
分
F

唱
の
終
局
的
移
転
を
是
一
辺
づ
る
な
ら
ば
、
同
取
判
ド
成
九
午

し
か
し

「
い
↓
ん
円
日
内
事
索
ち
そ
う

C
あ
つ
よ
ょ
う
い
、

目
的
債
権
内
債
務
告
が
一
高
波
町
内
お
よ
孔
い
日
行
疋
さ
札
、

か
つ
一
流
｛
屯
い
じ
引
い
し
め
る
証
主
自
に

」
る
沼
証
一
号
承
諾
が
さ
れ
、
止
常
務
高
い
け
抗
史
作
e

第
三
粁
対
抗
要
件
が
と
も
に
円
’
憶
さ
れ
て
い
る
場
合
、
一
段
浪
人
が
れ
的
世
p
池
内
川
一
分

権
浪
を
史
尖
し
と
と
い
う
効
果
は
荒
咋
指
名
も
拘
束
し
、
債
務
者
は
設
浪
人
と
の
A
口
意
じ
よ
り

U
f叫
山
戸
川
け
池
内
処
分
権
京
を
制
約
ー
ヨ
τ

る
余
地

民
法
山
六
八
長

は
な
L
比
ず
亡
あ
る

唱
の
定
刻
昨
年
山
か
－
り
も

病
弱
者
＼
の
品
川
法

v
締
結
さ
れ
ど
誠
液
黙
止
符
f
h
の
よ
苅
パ
ヅ
ゲ
一
結

阪よ法学162 U+l日） 717 c三り12.ll' 



点
目
ヰ
ア
ロ
は
議
公
人
に
対
抗
で
き
な
い

こ
の
一
で
つ
な
場
合
乙
債
務
支
対
抗
要
件
が
具
怖
さ
れ
て
い
な

ν
場
へ
け
ノ
は
川
A

別
さ
れ

と
に
な
る

る
へ
き
で
あ
る

す
な
わ

ι将
来
債
権
宝
仙
波
に
つ
き
、
街
務
吾
川
外
の
純
音
対
抗
事
件
の
み
な
ら
ず
、
信
す
J
V
ハ
対
抗
要
件
も
筒
、

λι

れ
て
い
る
場
ん
債
務
行
は
特
約
の
対
か
を
γ
エ
張
ず
る
こ
と
は
で

G
な
い
と
射
す
べ
き

C
あ
る
の
こ
も
っ
柄
ー
な
い
と
、
最
刊

γ成
一
九

J色

ヰ

月
一
五
円
が
議
淀
契
約
に
上
り
ほ
来
墳
弘
い
か
心
地
定
的
に
一
弔
問
双
さ
れ
、

が
つ
て
の
一
議
汚
い
っ
き
ー
有
効
い
対
抗
要
件
を
ヨ
ハ
備
す
る
こ
と

が
で
き
る
と

L
ど
こ
と
と
治
域
的
に
幣
台
注
し
な
い
よ
う
に

U
わ
れ
る
ρ

J

〉
ち
ろ
ん
一
以
波
時
に
見
分
九
百
取
引
リ
一
尚
子
一
人

μ
完
全
に
移
恥
す

る
と
い
っ
効
岡
本
を
認
め
な
い
自
淀
じ
与
、
え
る
の
と
あ
九
ぽ

コ
川
は
尚
一
ご
あ
る

こ
れ
に
吋
し
て
、

第
三
者
対
抗
専
件
だ
け
が
只
給
さ
れ
て
い
る
場
合
あ
る
い
は
対
抗
要
件
が
全
く
じ
パ
伶

F
れ
て
い
な
い
相
場
丘
、

計
は
将
来
信
権
謀
凶
は
め
対
抗
要
件
欠
訟
を
壬
張
し
、
議
殺
人
ど
の
特
約
に
よ
山
川
処
ハ
ん
栓
限
会
一
制
約
す
る
ム
2
4
4』
し
、
ぞ
の
効
県
」
吉
、
十
張

す
る
こ
と
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

二
二
で
債
務
訴
対
抗
出
交
代

f
p
h
同
六
七
条

項
｝
に
院
し
て
、

債
務
者
は
一
議
伐
に
つ
い
て

主
主
で
も
対
抗
山
久
件
げ
の
ん
火
訣
を
！
v

張
し
＼
一
議
叫
仲
間
の
効
力
、
そ
否
一
定
す
る
こ
と
が
で
究
ふ
か
げ
ア
問
也
と
な
る
け
債
権
の
日
市
民
変
動
関
係
を

容
観
的
な
長
選
に
よ

Y
記

し
て
小
問
、
と
す
る

的
ト
決
定
寸
る
1

一
い
う
対
抗
要
件
の
制
を
趣
旨
ヤ
ャ

判
例
は
債
誇
去
の
個
別
的
な
菩
意
亜
之
Z
E
を
原
則

ι

も
ワ

ζ

も
い
れ
い
机
＃
～
川
川
の
，
人
献
を
ム
張
す
る
け
ど
一
土
利
子
ん
ー
や
似
し
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
日
柑
ム
円
（
議
主
人
的
住
利

取
待
者
不
当
に
抗
言
す
る
目
的
を
も
っ
た
設
液
禁
作
特
約
の
給
常
な
い
y

こ

は
、
例
外
的
に
特
一
一
け
の

ye外
的
効
力
会
一
否
定
す
べ
さ
で
あ
ろ

｛
内
案
｝
は
、
債
務
起
が
主
権
譲
波
い
っ
き
悪
意
・
持
者
て
あ
る
よ
μ
を
問
わ
ず
、
共
通
の
ル

l
凡
J
Z｛

t
u
L
I
う
と
す
る
も
の
で

あ
い
ー
そ
の
基
本
方
針
は
汗
当
と
あ
る
と
考
と
る
。
し
か
し
演
結
d
V
匂
対
抗
安
佐
川
呉
市
の
古
川
胤
を
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、

作
い
特
約

の
』
叫
ん
合
評
誌
す
る
｛
内
主
｝
も
規
正
内
仕
方
と

L
Lは
、
現
在
の
判
例
法
の
判
川
直
庁
と
の
整
合
性
幸
一
芳
志
す
る
と
、
七
に
述
べ
れ
よ

ぅ
ト
、
六
十
分
な
点
が
残
る
。

11与
す存
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3 

対
淀
川
訟
の
必
要
性

／
］
仏
丸
心

｛ム
4
1トャ
｝

は
レ
」
う
で
し
め
ろ
下
っ
か

は
一
一
同
法
さ
れ
る
街
憶
の
性
質
十
、

ヴ

( ,, 

k
c
j
r
Q
契
約
の
が
町
民
に
出

γ
7

オ
止
符
？
U
M
T
付
さ
れ
や
ご
と
が
取
引
憤
ノ
土
上
一
れ
υ
却
に
あ
る
問
時
九
に
は
、

一
議
戸
ア
へ
は
市
込
意

リ
人
は
重
迅

t
と
み
な
さ
れ
る
も
の
レ
仁
す

る
。
債
務
υれ
の
利
低
L

議
ム
ス
人
の
利
掃
乃
双
4
h

け
に
同
配
り
し
た
祈
点
的
な
従
長
で
は
あ
る
炉
、
「
取
引
慣
打
と
し
ご
一
一
続
的
一
と
い
、
っ

要
件
設
疋
均
妥
当
性
に
は
徒
問
骨
払
拭
し
き
れ
な
い

河
川
間
は

主
活
比
小
ん
と
い

7
児
戸
時
約
半
、
品
川
内
党
足

二、

i
e
C
述
べ
ど
と
お
り

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

川
刊
紙

P

い
お
い
て
、
恒
引
事
一
札
ご
と
に
特
約
の
日
均
唱
ム
口
一
押
性
や
債
権
説
法
契
約
締
結
の
経
待
等
の
は
山
々
な
事
情
を
h
p
f
V
9
』
吊
し
て
、

譲
受
人
の
権
利
収
得
を
誌
め
る
べ
売
か
在
、
｝
伊
を
来
軟

μ
判
断
し
て
い
る

談
受
人
の
民
牲
に
ウ
J

イ’

b
A向
い
て
特
約
JE
対
ー
れ
さ
什
一

る
し
い
川
北
る

ι升
忙
の
有
無
を
主
民
主
的
に
判
桁
し
ず
き
だ
と
こ
ろ
い
、

そ
も
そ
も
一
取
引
門
ア
汀
と
し
て
舵
的
」
庁
と
う
か
と
い
っ
某

準
は
七
の
よ
う
な
岡
町
事
情
を
検
帝
に
以
み
と
り
っ
と
枠
組
み
｝
一
な
っ
て
い
な
い
じ
既
成
事
実
を
単
に
追
認
す
る
結
呆
に
な
る
烈
れ
も

ーちり、

ん
だ
ち
に
叫
九
同
4
／
f
と
は
で
さ
な
ー
＼

旧
制
乏
を
設
け
な
く
て
も

ーャ
E
過
失

安
作
山
一
h
J
h
口
判
断
の
な
か
4

将
校
正
岡
地
世
議
渡
／
ハ
同
じ
結
ゴ
れ
ん
J

該
夜
禁
山
特
約
の

ν
心
ら
に

効
力
に
凶
有
の
問
題
担
ι
と
倒
的
す
ゐ
こ
と
も
、
解
釈
技
術

a

一
）
円
、
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
お
崎
γ
い
も

間
了
向
～
る
一
「
取
引
慣
行

l

被
的
」

こ
い
へ
ふ
訴
に
な
長
泌
を
要
件
化
寸
y
Q

メドー

y
ト
は
大
き
く
な
い
の
で
は
な
い
句
か
z

r

れ
日
、
は
｛
j
索｝

の
」
う
い
、
解
釈
に
す
べ
て
を
委
ね
、
す
法
端
的
な
倹
討
を
見
ん
わ
せ
る
べ
き
か
け

ψ
」
凶
は
そ
れ
も
令
む
を
え

な
い
と

L
よ
竺
長
期
的
な
展
望
と

L
ご
の
答
、
え
は
で
山
口
で
あ
心
。
利
引
／
れ
規
定
の
主
主
で
は
、

方
い
お
い
て
、
河
一
議
波
禁

d
討
約
が
約

結
さ
れ
る
前
に
行
未
決
議
を
一
一
り
去
げ
た
昔
は
人
山
げ
で
い
特
約
内
打
在
に
つ
き
吾
、
官
、
と
計
郁
さ
れ
う
る
か
ら

特
約
は

切
刈
抗
ヲ
る
こ
と

ーj
で
き
な
い
と
い
う
解
釈
が
、
地
市
川
に
お
い
て
、
一
辺
将
来
質
権
設
波
の
譲
受
人
い
つ
い
て
は
、
設
夜
行
品
時
じ
存
在
し
な
い
上
～
り
約
に
刻

す
る
該
f
↓
人
人
出
記
識
は
そ
も
そ
も
情
庖
い
～
な
る
余
地
が
な
く
、

つ
ま
り
民
法
向
ハ
六
条

項
た
だ
し
喜
が
巡
用
M
A

れ
る
余
地
ほ
な
く 譲

渡
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め
る
版
刷
に
従
ぺ
一
一
一
肌
古
川
人
は
特
約
を
士
ャ
抗
さ
れ
る
と
い
う
町
釈
が
、

ハ
…
州
坦
的
に
は
い
ず
れ
も
成
り
立

ιう
る
こ
と
に
な
る

そ
の
で
つ
な
決
状
を
民
国
L
9
る
の
は
三
ま
一
く
な
く
、
原
則
を
明
ム
か
に
し
と
う

P

一
二
＼
そ
の
原
則
が
対
抗
す
る
法
原
坦
・
決
准
則
に

J
1
－
こ
う
修
止
さ
九
る
べ
き
か
チ
ボ
づ
こ
と
が
止
灯
り
れ
て
川
る
n

一
九
流
禁

H
特
約
め
白
義
い
っ
き
一
刊
社
的
対
力
案
い
立
つ
助
へ
い
、
引
約
違
反
の
譲
渡
の
一
岩
間
一
又
人
は
は
均
一
い
用
地
を
芯
取
得
寸
る
こ
と

が
で
き
る
。
川
R
務
蓄
が
特
約
の
』
叫
ん
を
該
一
τ
可
人
、
干
し
刻
払
で
存
み
て
と
を
原
則
に
括
、
ズ
で
ち
、
」
尚
一
＼
又
へ
の
訓
刊
日
パ
怖
が
ム
＋
ノ
、
額
損
さ
れ
な
い
こ

と
ト
は
な
ら
な
い
ー
な
お
議
論
を
尽
く
す
必
支
は
あ
る
が
、
法
務
げ
白
の
契
約
形
成

H
山
を
保
障
す
べ
き
こ
と
、
質
権
一
夜
代
以
い
よ
っ
て
決

折
半
引
い
議
問
が
な
い
境
へ
は
九
比
、
て
劣
悪
な
地
位
ト
シ
置
か
れ
て
は
な
ら
会
L
と
ず
る
、

特
定
手
絞
め
忠
則
の
苦
、
ん
方
九
山
ル
安
い
、
｛
丙

小A与
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、

債
権
議
問
に
つ
き
佐
務
計
対
判
要
件
ド
民
俗
さ
↓
引
と
い
立
三
回
、

信
務
省
の
形
凶
色
白
も
制
，
引
を
交
付
記
ト
Y

一

い
う
制
時
一
没
副
が
安
心
当
て
あ
る
と
吾
、
え
る

実
約
締
結
吋
に
一
端
受
人
）
円
処
へ
ん
権
限
が
i

川
全
に

U
本
法
の

J

F

！
、
宇
小
、

1Fiji－
 

J

も
つ
〉
了
、

移
転
す
る
F
J
W
ヴ
理
解
士
是
認
す
る
か
に
よ
～
一
て
HUJ
併
が
へ
ん
か
れ
る
で
あ
ろ
う
t

将
来
債
権
の
持
一
弘
巧
出
向
の
問
題
；
院
し
て
は

才人益ぃド－
4

d
し
に
も
い
わ
れ
、

学
容
に
お
い
て
も
湾
人
り
が
避
汁
ら
れ
て
き
た
き
ら
ド
が
あ
る
ー

ν

か
L
ム
一
惜
の
一
一
’
？
を
旧
聞
り
下
ブ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
FIJヤ一
r
l
E
か
り
枚
討
す
べ
矢
崎
山
川
が
米
て
い
る
こ
と
が
明
ム
か
／
一
人
コ
っ
た
一

な
お
ド
イ

y
法
で
は
、

債
権
取
得
に
向
け
ら

F
2
誠
A
Z
人
の
利
益
と
相
子
方
を
阿
｛
苧
ィ
た
い
と
い
う
佑
務
吾
の
利
益
の
双
方
に
配
事

し
ん
に
提
案
ど

d

て
、
一
一
手
川
明
ず
止
符
約
μ
じ
の
憤
j

唱
を
一
一
品
受
ー
ヘ
デ
取
得
す
る
と
い
う
説
ム
存
r
仕
す
る
の
将
来
青
海
一
市
町
湾
に
ま
つ
く
r
池
利
取
持

4

カ
一
ズ
ム
に
調
す
主
体
技
取
得
町
内
与
、
よ
方
に
依
拠
し
た
ト
で
、

｝
の
よ
う
な
情
成
を
行
本
で
検
村
す
る
中
小
泊
も
あ
る
わ
す
も
し
れ
右

い
。
し
か
し
情
務
蓄
が
自
己
の
意
思
に
尽
し
て
契
約
信
子
克
で
は

4
U
譲
受
人
い
対
L
C
履
／
七
託
拐
を
白
？
っ
結
果
を
認
め
る
の
な
ら
ば
‘

結
局
特
約
内
効
力
を
事
史
上
否
定
し
て
い
る
の
に
守
し
ノ
＼
両
省
の
川
益
を
本
当
の
建
時
ず
卦
枯
し
れ
↓
こ
と
に
な
ら
ず
、
一
L

勾
品
ワ
え
刀

i
L
1ち
一
三
木

H
f
dむ
つ

T

二
。
ゆ
小
工
、

1
1
L
J
i
r
f｝
一
一
，

f
し
：
l
b
？
ヲ

L
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将
来
債
権
設
液
お
よ
び
議
液
禁
l

特
約
の
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
は
肘
，
r
u
H
一
一
弘
分
権
限
亡
の
阿
係
、
物
性
債
権
斥
別
古
川
の
は
王
寺
、

む
い
一
弘
は
ぞ
も
で
も
前
社
と
は
何
か
に
い
う
ト
人
問
忍
へ
の
い
討
時
会
一
必
然
的
に
追
ら
れ

L
野
問
で
あ
る

、
2
4
J

：
！
：

去
布
「
村
一
一
4
1

は

巨
大
な
氷
1

こ
の
よ
う
に
長
近
ょ
う
？
／
＼
そ
の
存
r
刊
叫
ん
訟
虻
一
さ
れ
た

の

角

に

文

半

員

り

小
U
A

－
な
ス
ポ
ノ
ト

7
ノf

卜
を
中
」
ー
と
に
合
の
で

L
小
な
い

ば
か
り
の
新

L
い
問
題
に
潤
し
て
は

拙
速
に
江
判
的
な
規
定
へ
と
結
実
さ
せ
る
昨
日
い

突
出
河
界
・
学
押
に
お
い
て
間
早
川
発
な
議
論

を一
1
う
こ
と
が
ポ
可
欠
で
あ
る
。

;jC；恥債催ク〉包杭rn：宮；I主従：守析結とれた譲渡会「年金約の却＇））

追
記

部
で
あ
る

ι

一
二
匝
r
干
度
引
H
J
J
研
究
開
H
椛
助

b
｛
立
常
盤
情
究
（
jtk

供
〔
一
山
山
＋
仏
一
一
、
い
い
、
九

一
］
）
の
研
究
成
果
の

一i
J

二
ニ
で
古
川
つ
〉
店

L
F話、
u
F一
五
（
と
は
、
品
開
務
主
企
業
い
れ
ん
、
仕
入
れ
た
原
材
料
円
、
在
庫
商
品
な
い
一
の
動
r予
定
臥
允
し
て
売

掛
主
L
扶
へ
ご
れ
を
長
礼
先
m
w
F
h
い
八
ム
ィ
店
か
ろ
川
収

L
、
こ
れ
ヰ
ー
原
資
1y
し
て
が
門
官
仕
入
れ
を
行
う
と
u

う
事
主
什
P

ク
化
、
う
な
り
ち

原
材
汁
e

自
陣
即
位
品
一
、
配
車
動
産
一
土
川
町
rH7
出
柊
勺
川
宗
貰
持
一

v

閉
山
で
ヘ
回
収
宗
）
と
い
う
寓
持
ν自
の
室
主
吊
流
動
資
庄
の
循
環
』
刑
法

L
者
日
し
ご
、
干
れ
を
担
保
L

f

J

T

一
捉
え
に
流
動
資
産
担
絞
融
資
を
吊
す
も
円
と
す
る
中
高
弘
稚
「

A
D
l担
保
取
引
と
間
在
処
岬
の
交
錯

A
3
L
の
定
着
と
れ
忙
壊
の
た
め
L

金
決
一
ん
一
七
去
二
一
八
、
一
存
）
じ
一
頁
、
一
一
川
口
支
見
「
バ

β
L主
蒋
円
近
刊
の
配
列
と

担
伝
一
政
I
K
V
4
a

担
保
実
行
時
に
お
汁
る
諸
問
題
約
皆
一
ー
、
口
寸
J

h

一
U

U
九
守
）
一
一
一
頁
、
能
児
善
久
「
へ
い
M
Lと
出
料
ヘ
一
一
見
性
問

究
ム
買
い
お
古
古
戸
時
－
勤
時
－

T
培
議
岐
担

R
成
交
い
民
主
q

る
諸
説
起
の
演
で
丸
一
、
一
ヘ
J

一、
v
年

頁

土

乙

J

）ぷ

一2

問
え
ば
、
中
川
高
「
「
A
D
i法
判
明
の
牧
汁
諸
国
戸
1u
湾
寸
ノ
V

山
中
胡
的
式
訪
門
誌
理
一
主
法
一
九
七
す
一
ハ
一
一
作
）
一
ハ
〉
一
頁
の
～
μ

｛

m
ど
は
、
融
資
実
行
。
仇
の
不

u
h
A
E
L
f
h議淀じい一
L
I
材
約
刀
川
い
ら
れ
る
こ
と
へ
の
伏
恒
い
え
一
指
一
揖
す
る
υ

一3
～
改
正
提
案
の
人
ト
判
辻
、
法
制
帯
議
会
「
此
仏
間
格
関
係
一
の
「
は

i

止
に
悶
す
匂
誌
点
の
桁
討
一
日
と
あ

l

情
棒
】
誌
は

l
凶

γω
提
案

士

ベ

ス

に

L
て
い

G

F

2
℃
ご
日
主
主
ょ
せ

nr自
主
】
＼
y
F
E
p
h
H
C
5
X
〉ZDYHμ
」
〉
コ
以
下
付
有
料
士
一
叫
ん
ぱ
資
料
」
」
地
位
ト
ヲ
る
u

一ヘ
J

一
一

干
田
司
戸
一
円
一
日
間
い
桂
予
れ
と
仲
間
品
川
会
議
の
議
事
録
以
卜
、
一
議
事
訴
」
」
暗
件
d
る
｝
は

T
4
＼
＼
手
之
さ
H

同
三
宮
司
＼

5
2
2戸川、
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｛

X
3
H

－f
ハ）｝
Jβ

己
に
お
い
て
公
表
さ
わ
ご
い
る

7
1

イ
タ
リ

P
R治
一
一
六
つ
長
一
相
、
ギ
リ
シ
ャ
氏
渋
川
i

ハL

ハ
朱
項
、
ポ
ト
ガ
ゾ
氏
改
斗
七
七
朱
項
目
η
日
本
江
仁
よ
り
近
く

｛

h
y日目
4
5
凶
4
0
円回
m

♂
ロ
ロ
〈
リ
門
z
d
p
可ロつの

e
r
U
1山己ゴ
O
M

羽日目斗
7
向。ハ山牛出己丸山引
C
川円口、
hd吋ναaH
司辺司副司
A
V
H
A
包
括
ロ
川
町
民
時
門
0
5】

J
E
J
ロ可
M
2
u
m
川。叫

刀守吋
2
ザぺ－－

ρα
（吋）門司叩ん）ヤ戸一一一市円品
C
一

「m
凶ロ
H

円川凶出川凶件けパ時件お
H

円m山ロ。一！凶一一但句阿戸戸
mW
凶同凶
n
ハ口目《一
J

℃《
ω
N
同内叩一一
nW
』

UAω
砂

μ

命一戸
μ

凶戸m
ル《
ι
。〕『門千
v
円《時。〕『円
μ

凶戸公
Rwゲ
日
iC
ゴレロ党問問
M
M
n
。白川切の町内ロロ
n
n
M
合同一月口問訟の｝凶作白
H
h
m
n
F
崎日ご一日「

が
あ
る
六
比
較
法
の
対
象
J
し
：
岨
〆
味
深
川
元
、
若
者
の
抗
力
士
摂
取
主
上
の
制
約
も
あ
打
、
ト
稿
亡
は
制
定
L
た
ニ
れ
ト

J

一
ハ
り
託
自
の

民
法
へ
の
h

J

1

J

，
R
法
引
事
警
は
大
友
一
ど
、
十
八
本
力
議
論
か
斎
世
主
叫
守
る
こ
レ
一
は
い
ず
れ
ー
も
せ
よ
有
企
で
あ
え
う
、

一R
J

最
杭
平
成
一
一
年
一
川
ヨ
一
1
u
口
氏
集
斗
一
長
一
号
一
札
豆
一
以
下
山
叙
述
に
お
L
て
は
、
だ
と
え
ば
主
が

ιと
の
踏
で
E
が
じ
ト
対
し
て

将
来
hm↓討す
GULE異
常

5
3む
埠
H
U
引
で
詰
り
一
一
叫
け
ノ
セ
場
ム
い
と
ゴ
戸
、

A
リJhfTTXL、

B
を
か
品
慢
人
、

C
」乏
υ

坊
主
y
t

呼
称
す
る
ニ
と
守
T
O
U

一6

最
叫
寸
志
成
一
一
年
一
司
一
一
口
民
集
五
五
巻
ハ
男
女
、
九
八
民
っ

一円
t

一
ム
「
四
円
告
惇
法
改
正
作
業
で
は
、
当
川
一
山
i

明
的
な
～
一
州
ト
川
監
理
の
段
階
で
は
」
併
存
者
対
抗
要
件
、
戸
円
相
一
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掲
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叫
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ず
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H
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八
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